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真
宗
門
徒
の
村
の
葬
儀
の
継
承
と
変
化

　
　
―
二
〇
一
六
年
四
月
の
現
地
調
査
と
そ
の
事
例
分
析
か
ら
見
え
て
く
る
こ
と
―

川
嶋
麗
華

　
　
　

一
、�

高
度
経
済
成
長
期
以
降
の
葬
儀
の
変
化
に
関
す
る
先
行

研
究

㈠　

葬
儀
業
者
の
関
与

　

高
度
経
済
成
長
期
（
一
九
五
五
―
一
九
七
三
）
を
経
る
中
で
、
従
来
の

親
族
や
地
域
の
人
た
ち
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
き
た
葬
儀
か
ら
、
葬
儀
社
や

火
葬
場
職
員
や
病
院
関
係
者
が
大
き
く
関
与
す
る
葬
儀
へ
、
と
変
化
し
て

き
て
い
る
こ
と
が
研
究
者
の
間
で
も
注
目
さ
れ
て
い
る（

（
（

。
こ
れ
ま
で
の
民

俗
研
究
で
は
、
葬
儀
業
者
の
利
用
に
移
行
し
た
の
は
地
域
社
会
の
葬
儀
執

行
能
力
の
低
下
に
よ
る
も
の
と
捉
え
る
傾
向
性
も
み
ら
れ
た
。
し
か
し
、

そ
れ
は
葬
儀
業
者
の
視
点
か
ら
の
追
跡
と
把
握
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ

る（
（
（

。
本
研
究
で
は
、
地
域
社
会
で
の
現
地
調
査
と
い
う
視
点
に
立
ち
、
同

時
に
葬
儀
業
者
の
視
点
に
も
立
ち
な
が
ら
、
二
〇
一
六
年
四
月
に
広
島
県

旧
大
朝
町
地
域
で
行
な
わ
れ
た
葬
儀
の
事
例
に
注
目
し
、
葬
儀
の
変
化
の

中
に
あ
る
地
域
社
会
の
取
り
組
み
と
そ
の
動
態
に
つ
い
て
現
地
調
査
を
も

と
に
考
察
し
て
み
る
。
民
俗
学
か
ら
葬
儀
の
変
化
に
つ
い
て
扱
っ
た
研
究

と
し
て
は
、
た
と
え
ば
一
九
九
七
年
度
と
一
九
九
八
年
度
に
実
施
さ
れ
た

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
に
よ
る
全
国
的
な
葬
送
墓
制
調
査
が
あ
り（

（
（

、
そ
の

調
査
を
踏
ま
え
た
研
究
が
あ
げ
ら
れ
る（

（
（

。
そ
の
中
で
た
と
え
ば
、
福
澤
昭
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長
期
を
経
る
中
で
大
き
な
変
動
の
中
に
あ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
し
か

し
、
そ
の
動
態
把
握
に
は
そ
れ
な
り
の
戦
略
的
な
対
応
が
必
要
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
あ
ら
た
め
て
こ
こ
に
一
九
六
〇
年
代
以
降
の
日
本
各
地
の
村
落

部
で
の
葬
祭
業
者
の
関
与
の
あ
り

方
に
つ
い
て
、
先
学
に
学
び
な
が

ら
地
図
⑴
に
示
す
よ
う
な
今
回
の

調
査
地
で
の
事
例
情
報
を
念
頭

に
、
そ
の
段
階
差
を
整
理
し
て
み

る
な
ら
ば
、
表
⑴
の
よ
う
に
な
る

と
考
え
る
。

　

一
九
六
〇
年
代
以
降
の
葬
祭
業

者
の
関
与
の
段
階
差
と
し
て
は
、

表
⑴
に
み
る
よ
う
に
三
つ
の
段
階

が
あ
っ
た
と
想
定
で
き
る
。
第
一

段
階
と
し
て
は
葬
具
の
提
供
（
道

具
）、
第
二
段
階
と
し
て
は
葬
祭

サ
ー
ビ
ス
の
提
供
（
手
間
）、
第

三
段
階
と
し
て
は
葬
儀
場
の
提
供

（
場
所
）、
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ

れ
ぞ
れ
の
段
階
に
前
半
の
第
１
段

司
は
、
長
野
県
松
本
市
の
事
例
か
ら
、
葬
儀
屋
が
祭
壇
の
貸
し
出
し
や
遺

体
搬
送
を
請
け
負
っ
て
い
た
が
、
一
九
八
九
年
に
オ
ー
プ
ン
し
た
葬
祭
場

を
備
え
た
葬
儀
社
に
よ
り
葬
儀
の
大
半
の
手
配
を
行
な
う
よ
う
に
な
っ
た

こ
と
を
述
べ
て
い
る（

5
（

。
米
田
実
は
、
滋
賀
県
甲
賀
郡
の
事
例
か
ら
、
生
花

店
と
造
花
・
装
飾
店
な
ど
か
ら
展
開
し
た
葬
儀
業
者
が
祭
壇
・
造
花
・
供

花
・
葬
具
の
貸
し
出
し
か
ら
始
め
て
、
霊
柩
車
・
司
会
な
ど
を
行
な
う
よ

う
に
な
り
、
一
九
九
〇
年
代
頃
に
は
Ｊ
Ａ
や
民
間
斎
場
が
登
場
し
参
入
し

た
流
れ
を
述
べ
て
い
る（

6
（

。
関
沢
ま
ゆ
み
は
、
一
九
六
〇
年
代
と
一
九
九
〇

年
代
の
葬
儀
を
全
国
的
に
比
較
す
る
こ
と
で
、
モ
ノ
（
道
具
）
と
人
（
労

力
）
の
提
供
元
が
血
縁
的
関
係
者
や
地
縁
的
関
係
者
か
ら
無
縁
的
関
係
者

へ
と
変
化
し
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る（

（
（

。
そ
れ
ら
こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究

に
学
び
な
が
ら
、
現
時
点
で
の
小
さ
な
現
地
調
査
研
究
の
一
端
と
し
て
、

こ
こ
で
は
以
下
の
よ
う
な
調
査
報
告
と
小
さ
な
分
析
結
果
と
を
提
示
し
て

お
く
こ
と
に
し
た
い
。
こ
こ
で
、
葬
儀
と
は
ど
こ
か
ら
ど
こ
ま
で
の
こ
と

を
い
う
の
か
、
そ
の
範
囲
を
設
定
し
て
お
く
な
ら
ば
、
死
亡
直
後
か
ら
一

連
の
葬
送
の
作
業
が
進
め
ら
れ
お
斎
の
片
づ
け
ま
で
の
一
区
切
り
が
つ
い

て
か
ら
の
講
中
の
解
散
ま
で
、
と
し
て
お
く
。

㈡　

業
者
関
与
の
三
段
階

　

日
本
各
地
で
か
つ
て
行
な
わ
れ
て
い
た
旧
来
の
葬
儀
が
、
高
度
経
済
成

表⑴1960年以降の村落部での葬祭業者の関与の段階差
（第一段階から第三段階へ）

段階差① 段階差②
第一段階
葬具の提供

１．棺の購入
２．祭壇の賃借

第二段階
葬祭サービスの提供

１．訪問サービス、祭壇の飾りつけ
２．司会、葬儀の進行

第三段階
葬儀場の提供

１．葬式の斎場利用
２．通夜の斎場利用、宿泊
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階
と
後
半
の
第
２
段
階
と
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
広
島
県
の
西
北
部

に
位
置
す
る
旧
大
朝
町
（
現
北
広
島
町
）
の
農
村
部
と
町
場
と
そ
の
両
方

の
地
区
を
具
体
的
な
事
例
と
し
て
、
こ
の
地
域
に
お
け
る
葬
祭
業
者
の
関

与
の
段
階
差
の
内
容
を
追
跡
し
て
み
る
。

　

ま
ず
第
一
段
階
を
み
る
と
、
葬
具
の
提
供
（
道
具
）
は
、
前
半
の
第
１

段
階
目
と
し
て
棺
の
購
入
が
、
後
半
の
第
２
段
階
目
と
し
て
葬
具
の
購
入

と
あ
わ
せ
て
祭
壇
な
ど
の
葬
具
類
の
賃
借
が
み
ら
れ
る
。
第
一
段
階
の
第

１
（
棺
の
購
入
）
に
つ
い
て
は
、
農
村
部
の
鳴
滝
地
区
の
中
講
中
の
例
で

は
一
九
七
五
年
以
前
は
大
朝
の
町
場
に
住
む
大
工
に
棺
の
作
成
を
依
頼
す

る
な
ど
、
購
入
に
よ
っ
て
調
達
し
て
い
た
。
同
じ
く
農
村
部
の
筏
津
地
区

に
お
い
て
は
、
筏
津
下
講
中
は
公
営
火
葬
場
利
用
を
開
始
し
た
一
九
七
五

年
く
ら
い
か
ら
棺
を
購
入
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
第
一
段
階
の
第
２
（
祭

壇
の
賃
借
）に
つ
い
て
は
、祭
壇
の
賃
借
は
た
と
え
ば
鳴
滝
中
講
中
で
は
、

一
九
七
七
年
か
ら
島
根
県
旧
瑞
穂
町
（
現
邑
南
町
）
の
岡
田
仏
壇
葬
儀
店

か
ら
の
賃
借
が
始
ま
っ
た
。
筏
津
地
区
に
お
い
て
は
、
筏
津
下
講
中
は

一
九
七
七
年
頃
か
ら
旧
大
朝
町
の
社
会
福
祉
協
議
会
（
現
北
広
島
町
の
社

会
福
祉
協
議
会
）
か
ら
祭
壇
を
賃
借
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

第
二
段
階
に
つ
い
て
み
る
と
、
葬
祭
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
は
、
早
い
第
１

段
階
目
と
し
て
は
業
者
に
よ
る
訪
問
サ
ー
ビ
ス
と
祭
壇
の
飾
り
つ
け
作
業

が
、
次
の
第
２
段
階
目
と
し
て
は
葬
儀
の
司
会
役
と
進
行
役
と
い
う
サ
ー

地図⑴　旧大朝町内の各地区の位置関係（平成14年9月作成 大朝町全図より）

鳴
滝

西
横
町

追
坂

筏津上 筏津下

胡子町

筏津
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ビ
ス
が
あ
る
。
第
二
段
階
の
第
１
（
訪
問
サ
ー
ビ
ス
）
に
つ
い
て
は
、
た

と
え
ば
鳴
滝
中
講
中
に
お
い
て
は
、
一
九
七
七
年
か
ら
岡
田
仏
壇
葬
儀
店

で
祭
壇
な
ど
の
賃
借
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
に
あ
わ
せ
て
、
祭
壇
の
組

み
立
て
・
他
の
葬
具
の
手
配
な
ど
も
岡
田
仏
壇
葬
儀
店
に
委
託
す
る
よ
う

に
な
っ
た
。
筏
津
地
区
に
お
い
て
は
、
筏
津
下
講
中
が
一
九
七
七
年
頃
か

ら
旧
大
朝
町
の
社
会
福
祉
協
議
会
か
ら
祭
壇
を
賃
借
す
る
よ
う
に
な
っ
た

の
に
あ
わ
せ
て
、
社
会
福
祉
協
議
会
か
ら
祭
壇
組
み
立
て
の
指
導
員
が
喪

主
の
家
へ
派
遣
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
た
だ
し
、
そ
の
指
導
は
受
け
る

が
、
祭
壇
の
組
み
立
て
そ
の
も
の
は
男
性
の
講
員
が
行
な
う
か
た
ち
を

と
っ
て
い
る
。
第
二
段
階
の
第
２
（
司
会
）
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
鳴

滝
中
講
中
に
お
い
て
は
、
一
九
七
七
年
か
ら
岡
田
仏
壇
葬
儀
店
に
祭
壇
の

賃
借
な
ど
を
依
頼
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
と
あ
わ
せ
て
、
司
会
も
依
頼
す

る
よ
う
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
鳴
滝
中
講
中
で
は
、
表
⑴
の
整
理
の
上
か

ら
み
れ
ば
、
第
一
段
階
の
第
（
か
ら
第
二
段
階
の
第
（
、
第
（
ま
で
が
、

一
九
七
七
年
の
岡
田
仏
壇
葬
儀
店
の
利
用
開
始
の
時
点
で
一
気
に
変
化
し

た
の
で
あ
っ
た
。
た
し
か
に
そ
の
よ
う
な
事
例
も
存
在
し
て
い
る
。

　

第
三
段
階
に
つ
い
て
み
る
と
、
葬
儀
場
の
提
供
は
、
早
い
第
１
段
階
目

と
し
て
葬
式
の
斎
場
利
用
が
、
次
の
第
２
段
階
目
と
し
て
通
夜
の
斎
場
利

用
お
よ
び
通
夜
当
日
の
宿
泊
が
あ
る
。た
と
え
ば
旧
大
朝
町
の
町
場
で
は
、

西
横
講
中
に
お
い
て
は
二
〇
一
一
年
の
葬
儀
か
ら
、
二
丁
目
講
中
で
は

２
１
０
３
年
頃
か
ら
、
葬
式
・
通
夜
と
も
に
旧
千
代
田
町
地
域
に
あ
る
Ｊ

Ａ
の
葬
祭
場
「
虹
の
ホ
ー
ル
」
を
利
用
し
て
い
る
。
そ
れ
以
降
は
、
喪
主

が
広
島
市
に
隣
接
す
る
廿
日
市
市
に
居
住
し
て
い
た
事
例
や
、
故
人
が
神

職
で
あ
っ
た
事
例
、
な
ど
の
特
別
な
事
例
を
除
い
た
全
て
の
事
例
で
Ｊ
Ａ

「
虹
の
ホ
ー
ル
」
の
利
用
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
「
虹
の
ホ
ー
ル
」
で

の
葬
儀
で
は
、
Ｊ
Ａ
の
主
導
に
よ
り
葬
具
の
準
備
や
司
会
な
ど
が
行
な
わ

れ
、
講
中
は
Ｊ
Ａ
の
指
示
に
従
っ
て
葬
儀
の
手
伝
い
を
し
て
い
る
。

　

葬
儀
の
場
所
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、主
な
葬
儀
を
行
な
う
場
に
は
、

通
夜
や
葬
式
な
ど
を
行
な
う
葬
儀
場
と
、遺
体
処
理
を
行
な
う
火
葬
場（
埋

葬
地
）
と
、
お
斎
に
関
す
る
こ
と
を
行
な
う
お
斎と
き

所ど
こ
ろ

と
、
の
（
つ
が
あ

る
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
お
斎
所
と
は
、
①
親
族
や
講
中
な
ど

が
お
斎
を
行
な
う
と
こ
ろ
、
②
お
斎
を
作
る
と
こ
ろ
、
の
（
つ
の
意
味
が

あ
り
、
従
来
は
お
斎
所
の
具
体
的
な
場
所
は
、
①
喪
主
の
家
、
②
隣
近
所

の
講
員
宅
、
の
ど
ち
ら
か
も
し
く
は
両
方
で
あ
っ
た
が
、
筏
津
地
区
を
含

め
北
広
島
町
の
多
く
の
地
域
に
お
い
て
は
集
会
所
の
登
場
と
と
も
に
そ
の

集
会
所
へ
と
移
行
し
た（

（
（

。
そ
こ
で
、
表
⑴
の
整
理
で
は
、
第
三
段
階
の
第

１
に
は
こ
の
お
斎
所
は
含
め
な
い
で
お
く
こ
と
と
す
る
。

　

そ
し
て
、
表
⑴
を
踏
ま
え
て
今
述
べ
て
き
た
旧
大
朝
町
内
の
各
地
域
に

お
け
る
葬
祭
業
者
の
関
与
に
よ
る
葬
儀
の
変
化
の
段
階
差
を
整
理
し
て
み

る
と
、
表
⑵
の
よ
う
に
な
る
。
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旧
大
朝
町
地
域
で
は
、

二
〇
一
六
年
現
時
点
で
、
す

で
に
葬
祭
業
者
に
よ
っ
て
第

三
段
階
の
サ
ー
ビ
ス
ま
で
が

提
供
さ
れ
て
い
る（

9
（

。
大
朝
の

町
場
に
位
置
す
る
西
横
講
中

と
二
丁
目
講
中
、
な
ど
近
隣

の
町
場
で
は
、
北
広
島
町
の

旧
千
代
田
町
の
中
心
部
に
あ

る
Ｊ
Ａ
「
虹
の
ホ
ー
ル
」
な

ど
を
利
用
し
、第
三
段
階（
葬

儀
の
場
所
の
提
供
）
ま
で
の

サ
ー
ビ
ス
を
受
容
し
て
い

る
。
鳴
滝
中
講
中
で
は
、
島

根
県
邑
南
町
の
岡
田
仏
壇
葬

儀
店
を
利
用
し
、
第
二
段
階

の
２
（
司
会
な
ど
）
ま
で
を

受
容
し
て
い
る
。
一
方
の
筏

津
下
講
中
は
、
第
一
段
階
の

２
（
祭
壇
な
ど
）
ま
で
し
か

葬
祭
業
者
の
サ
ー
ビ
ス
を
受
容
し
て
お
ら
ず
、
第
二
段
階
（
葬
祭
サ
ー
ビ

ス
の
提
供
）
の
サ
ー
ビ
ス
を
受
容
す
る
代
わ
り
に
講
中
が
み
ず
か
ら
祭
壇

の
組
み
立
て
や
司
会
の
役
を
行
な
っ
て
い
る
。
筏
津
上
講
中
で
は
、
第
一

段
階
の
１
ま
で
し
か
葬
祭
業
者
の
サ
ー
ビ
ス
を
受
容
し
て
お
ら
ず
、
第
三

段
階
の
２
（
通
夜
な
ど
）
ま
で
の
サ
ー
ビ
ス
は
受
容
せ
ず
、
そ
れ
に
代
え

て
講
中
に
よ
っ
て
、
地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
セ
ン
タ
ー
の
利
用
を
行

な
っ
て
い
る
。
ま
た
大
朝
の
町
場
に
位
置
す
る
胡
子
町
講
中
は
、
第
一
段

階
の
２
（
祭
壇
な
ど
）
ま
で
し
か
葬
祭
業
者
の
サ
ー
ビ
ス
を
受
容
し
て
お

ら
ず
、
第
三
段
階
の
２
（
通
夜
な
ど
）
ま
で
の
サ
ー
ビ
ス
を
受
容
せ
ず
、

そ
れ
に
代
え
て
講
中
に
よ
り
胡
子
町
集
会
所
の
利
用
を
し
て
い
る
。
町
場

の
二
丁
目
講
中
に
は
集
会
所
が
な
く
、
町
場
の
西
横
講
中
・
農
村
部
の
鳴

滝
中
講
中
に
は
集
会
所
は
あ
っ
た
が
、
い
ず
れ
も
葬
儀
は
自
宅
で
行
な
っ

て
い
た
。そ
れ
に
対
し
て
、町
場
の
胡
子
町
講
中
は
一
九
九
八
年
頃
か
ら
、

農
村
部
の
筏
津
上
講
中
は
二
〇
一
二
年
頃
か
ら
、
従
来
の
喪
主
の
家
で
の

葬
儀
で
は
な
く
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
セ
ン
タ
ー
や
集
会
所
な
ど
地
域
の
地
元

の
施
設
で
葬
儀
を
行
な
う
よ
う
に
な
っ
た
。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
以
下
の
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

　
（
１
）
町
場
に
あ
る
講
中
の
う
ち
、
集
会
所
な
ど
地
元
の
施
設
で
葬
儀

を
行
な
う
よ
う
に
な
っ
て
い
た
胡
子
町
講
中
は
依
然
と
し
て
地
域
の
施
設

で
の
講
中
に
よ
る
葬
儀
を
行
な
っ
て
い
る
。
一
方
で
、
喪
主
の
家
で
葬
儀

表⑵　2016年現在の葬祭業者サービスの利用状況と講中による手配

講中
第一段階

葬具の提供
第二段階

葬祭サービスの提供
第三段階

葬儀の場所の提供
（.棺など （.祭壇など （.訪問サービスなど （.司会など （.斎場など （.通夜など

西横 ○ ○ ○ ○ ○ ○
二丁目 ○ ○ ○ ○ ○ ○
胡子町 ○ ○ 訪問○／組み立て● ● ● ●
鳴滝中 ○ ○ ○ ○ × ×
筏津下 ○ ○ 訪問○／組み立て● ● × ×
筏津上 ○ ● ● ● ● ●

（○…業者サービスを利用する、●…講中が手配する、×…業者サービスを利用せず講中
も手配しない）
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を
行
な
っ
て
い
た
、
西
横
講
中
（
区
は
二
〇
一
一
年
か
ら
、
二
丁
目
講
中

は
二
〇
一
三
年
頃
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
北
広
島
町
の
Ｊ
Ａ
「
虹
の
ホ
ー
ル
」

の
利
用
へ
と
移
行
し
て
、
Ｊ
Ａ
主
導
に
よ
る
葬
儀
を
行
な
っ
て
い
る
。

　
（
２
）
集
会
所
で
葬
儀
が
で
き
る
講
中
の
場
合
に
は
そ
れ
だ
け
の
講
中

の
結
束
力
が
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
集
会
所
な
ど
地
域
の
地
元
施
設

で
葬
儀
を
行
な
う
よ
う
に
変
化
す
る
こ
と
で
、
波
及
し
つ
つ
あ
る
葬
祭
業

者
の
葬
儀
場
利
用
を
防
い
で
い
る
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
柳
田
國
男

は
「
儀
式
に
は
寧
ろ
改
正
の
機
會
が
少
な
く
、
從
っ
て
土
地
々
々
の
昔
を

保
存
し
易
か
つ
た
か
と
思
は
れ
る
。
其
中
で
も
凶
事
に
は
計
畫
が
な
く
、

家
の
者
は
通
例
其
指
揮
に
任
じ
得
な
い
か
ら
、
勢
ひ
何
人
も
責
任
を
負
う

て
、
古
い
慣
習
を
改
め
よ
う
と
は
し
な
か
つ
た
の
で
あ
る（

（1
（

」
と
述
べ
て
い

る
が
、
そ
れ
は
昭
和
の
戦
前
期
ま
で
の
葬
儀
に
つ
い
て
で
あ
り
、
戦
後
の

高
度
経
済
成
長
期
（
一
九
五
五
―
一
九
七
三
）
を
経
る
中
で
の
葬
儀
の
大

き
な
変
化
に
つ
い
て
の
言
及
で
は
な
か
っ
た
。
一
九
六
〇
年
代
以
降
の
日

本
社
会
は
か
つ
て
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
よ
う
な
大
き
な
産
業
構
造
か
ら

社
会
関
係
を
含
む
根
本
的
な
生
活
変
化
が
起
こ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
に

と
も
な
い
葬
儀
に
お
い
て
も
大
き
な
変
化
が
起
こ
っ
て
き
て
い
る
。
大
朝

の
町
場
の
事
例
か
ら
は
、
西
横
講
中
と
二
丁
目
講
中
の
よ
う
に
旧
来
か
ら

の
喪
主
の
家
で
の
葬
儀
を
行
な
っ
て
い
た
講
中
で
は
葬
祭
業
者
主
導
の
葬

儀
へ
と
変
化
し
て
お
り
、
逆
に
胡
子
町
講
中
の
よ
う
に
地
域
の
集
会
所
で

葬
儀
を
行
な
う
よ
う
に
な
っ
て
い
た
講
中
で
は
む
し
ろ
講
中
主
導
に
よ
る

葬
儀
を
継
続
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
旧
大
朝
町
の
町
場
の
事
例
か
ら
は
、

社
会
環
境
の
変
化
に
こ
ま
め
に
対
応
し
て
い
る
講
中
の
方
が
伝
承
維
持
の

力
が
強
い
と
い
う
傾
向
性
を
指
摘
で
き
る
。

　
（
３
）
筏
津
地
区
と
鳴
滝
地
区
は
い
ず
れ
も
農
村
部
に
位
置
し
て
い
る

た
め
、
町
場
よ
り
も
変
化
が
遅
く
い
ず
れ
の
講
中
も
第
三
段
階
の
サ
ー
ビ

ス
（
葬
儀
の
場
所
の
提
供
）
を
受
容
し
て
い
な
い
が
、
今
後
は
、
喪
主
の

家
で
の
葬
儀
を
継
続
し
て
い
る
筏
津
下
講
中
と
鳴
滝
中
講
中
は
第
三
段
階

の
サ
ー
ビ
ス
（
葬
儀
の
場
所
の
提
供
）
の
受
容
へ
と
一
気
に
移
行
す
る
こ

と
も
予
測
さ
れ
る
。

　

こ
こ
で
は
こ
の
う
ち
、
第
一
段
階
（
葬
具
の
提
供
）
ま
で
の
サ
ー
ビ
ス

利
用
に
留
ま
っ
て
い
る
筏
津
地
区
に
お
け
る
葬
儀
事
例
を
と
り
あ
げ
て
み

る
。

　
　
　

二
、
二
〇
一
六
年
四
月
の
葬
儀
事
例

㈠　

筏
津
地
区
の
概
要

　

筏
津
地
区
に
は
、
筏
津
上
・
筏
津
下
・
追
坂
の
（
つ
の
行
政
区
と
、
筏

津
上
講
中
・
筏
津
下
講
中
・
追
坂
講
中
の
（
つ
の
講
中
が
あ
る
。

二
〇
一
五
年
現
在
の
筏
津
地
区
の
構
成
は
、表
⑶
に
み
る
と
お
り
で
あ
る
。
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行
政
区
分
は
、筏
津
上
部
落
が
（0
戸
、

筏
津
下
部
落
が
（6
戸
、
追
坂
部
落
が
（（

戸
で
そ
れ
ぞ
れ
構
成
さ
れ
て
い
る
。
筏

津
地
区
で
は
稲
作
を
中
心
と
し
た
農
業

が
行
な
わ
れ
て
き
て
お
り
、
筏
津
上
部

落
と
筏
津
下
部
落
が
合
同
で
「
農
事
組

合
法
人
い
か
だ
づ
」（
二
〇
〇
一
年
設

立
）
を
運
営
し
て
い
る
。
筏
津
地
区
の

中
心
部
に
は
地
区
全
体
で
ま
つ
る
神
社

の
大
歳
神
社
が
あ
る
。

　

北
広
島
町
域
に
は
各
地
で
講
中
と
呼

ば
れ
る
組
織
が
存
在
す
る
。筏
津
に
は
、

地
縁
的
な
相
互
扶
助
的
組
織
の
部
落
規

模
の
講
中
と
そ
れ
よ
り
も
小
規
模
の
講

中
と
（
種
類
の
講
中
の
区
分
が
存
在
す

る（
（（
（

。
部
落
規
模
の
講
中
に
は
、
筏
津
上

講
中
（
（（
戸
）、
筏
津
下
講
中
（
（（
戸
）、

追
坂
講
中
（
（（
戸
）
の
３
つ
の
講
中
が

あ
り
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
講
中
の
中
に

更
に
小
さ
く
上
の
講
中
と
下
の
講
中
と

の
２
つ
に
分
か
れ
て
い
る
。
筏
津
上
講
中
の
中
に
更
に
上
の
講
中
と
下
の

講
中
が
あ
る
の
で
あ
る
。
葬
儀
の
手
伝
い
の
上
で
は
、
筏
津
上
講
中
は
筏

津
上
講
中
全
体
で
一
緒
に
、
ま
た
筏
津
下
講
中
と
追
坂
講
中
と
は
そ
れ
ぞ

れ
で
上
と
下
に
分
か
れ
て
死
者
と
同
じ
講
中
の
、
各
戸
か
ら
男
女
（
名
ず

つ
が
出
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
筏
津
上
は
、
現
在
は
筏
津
上
講
中
全
体

で
葬
儀
の
手
伝
い
を
し
て
い
る
が
、
二
〇
一
一
年
以
前
に
は
筏
津
下
講
中

や
追
坂
講
中
と
同
様
に
上
と
下
と
の
（
つ
に
分
か
れ
て
葬
式
の
手
伝
い
を

行
な
っ
て
い
た
。
二
〇
一
六
年
現
在
は
筏
津
地
区
内
の
い
ず
れ
の
講
中
で

も
公
営
火
葬
場
を
利
用
し
て
い
る
が（

（1
（

、
そ
の
公
営
火
葬
場
以
前
に
は
、
地

区
に
造
ら
れ
て
い
た
山
中
の
ヤ
キ
バ
で
自
前
の
火
葬
を
行
な
っ
て
い
た
。

ヤ
キ
バ
は
、
筏
津
上
で
（
か
所
、
筏
津
下
と
追
坂
の
共
有
で
（
か
所
、
そ

の
（
か
所
が
存
在
し
て
い
た
。

　

こ
の
よ
う
に
筏
津
を
含
む
旧
大
朝
町
の
各
地
区
に
は
行
政
と
講
中
の
（

つ
の
区
分
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
い
ず
れ
か
の
表
記
が
な
い
場
合
に
は
、

葬
儀
に
関
係
が
あ
る
講
中
の
方
を
さ
す
こ
と
に
す
る
。

㈡　

真
宗
門
徒
の
葬
儀

　

こ
れ
ま
で
の
日
本
各
地
の
村
落
部
で
の
葬
儀
に
つ
い
て
の
民
俗
調
査
報

告
で
は
、
表
⑷
の
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
葬
送
習
俗
を
構
成
す
る
要
素
が
確

認
さ
れ
て
き
て
い
る（

（1
（

。
し
か
し
、
広
島
県
西
部
は
俗
に
「
安
芸
門
徒
」
と

表⑶筏津地区の構成（2015年現在）
部落 筏津上（（0戸） 筏津下（（6戸） 追坂（（（戸）

農業団体 農事組合法人いかだづ 生産組合
神社祭祀 地区全体
部落講中 筏津上講中（（（戸） 筏津下講中（（（戸） 追坂講中（（（戸）
組講中 上（７戸） 下（（（戸） 上（（0戸） 下（８戸） 上（６戸） 下（５戸）

葬儀手伝い 筏津上のみ 上のみ 下のみ 上のみ 下のみ
ヤキバ利用 筏津上のみ 筏津下・追坂共用
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表⑷　葬送習俗の構成要素とその有無　（○…あり、×…なし）
日本各地の一般的な葬送習俗 筏津地区の葬送習俗 今回の事例の葬送習俗

死
亡
当
日
の
死
者
へ
の

対
応

末期の水 × ×
枕直し ○ ○
魔除けの刃物 × ×
枕の元の枕飯・枕団子 ○枕飯 ×
枕元の火・線香 ○ ○
猫などの禁忌 × ×
耳塞ぎ・年重ね × ×

家
屋
・
部
屋

の
設
え

逆さ屏風 × ×
畳替え ○ ×
神棚・仏壇をふさぐ ○ ○
玄関の忌中のしるし ○野灯籠 ○野灯籠

賄
い

米飯 ○ ○
酒 ○ ○

通
夜

北枕 ○ ○
魔除けの刃物 × ×
枕元の枕飯・枕団子 ○枕飯 ×
枕元の火・線香 ○ ○
読経 ○ ○
酒でのもてなし お茶 ×
添い寝・火の番 ○ ○

湯灌 湯灌 × ×
死
装
束
・
入
棺

糸止めをしない ○ ○
浴衣 × ○
手甲・脚絆 × ○
三角布 × ×
頭陀袋 × ○
六文銭 × ×
杖の模型 × ○
団子 × ○
石で釘打ち（納棺時） × ×金槌で打つふり
入棺酒 ○ ×

香
典

帳場 ○ ○
米 ○ ×
金 ○ ○
香典返し ○ ○会葬礼

葬
儀
時
の
祭
壇

棺 ○ ○
塔婆・七塔婆 × ×
四花 ○ ○
線香 ○ ○
樒 × ×
飯 ○ ○

葬
式

引導渡し × ×
読経 ○ ○
焼香 ○ ○
内葬礼 ○ ○
外葬礼 × ×
弔辞 ○ ○
親族代表挨拶 ○ ○
講中代表挨拶 ○ ○
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出
棺

出棺時の服装 喪服（和装） 喪服（洋装）
出棺後の後始末（掃出し、笊・臼転がし）× ×
出立ちの飯 × ×
門火 × ×
茶碗割り × ×
左回りなどの所作 × ×
仮門 × ×
牛馬啼きなどの禁忌 × ×

野
辺
送
り

燈篭 ○野灯籠 ×
旗 × ×
花籠 × ×
龍頭 × ×
四花 ○ ×
樒 × ×
僧侶 ○ ×
笠持ち ○ ×
位牌 × ×
ゼンの綱 × ×
棺 ○ ×
天蓋 × ×
枕飯 × ×

帰
り

振り返りの禁忌 × ×
行きと別の道を通る × ×
履物を脱ぐ・履替える ○喪主の家で焼く ×
塩などによる清め ○ ×

忌
明
け
ま
で

ハカナオシ、ハイソウマイリ × ×
寺送り × ×
初七日 ○ ○
ナノカガエリ × ×
（日毎の行事 ○ ○（日、（（日（9日のみ行なった
四十九餅 × ×
弔い上げ 50年 50年

い
う
言
葉
が
あ
る
よ
う
に
、
浄
土
真
宗
の
盛
ん
な
地

域
で
あ
る
。
今
回
の
調
査
地
の
筏
津
地
区
も
全
戸
が

浄
土
真
宗
の
門
徒
で
あ
る
。
表
⑷
の
「
日
本
各
地
の

一
般
的
な
葬
送
習
俗
」
は
、『
死
・
葬
送
・
墓
制
資

料
集
成
』
に
お
け
る
調
査
項
目
お
よ
び
調
査
報
告
事

例
か
ら
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
が（

（1
（

、「
安
芸
門
徒
」

の
筏
津
地
区
の
旧
来
の
葬
儀
で
は
ど
う
か
、
今
回
の

葬
儀
事
例
で
は
ど
う
か
、
そ
れ
ら
の
有
無
を
対
比
し

て
お
い
た
の
が
表
⑷
で
あ
る（

（1
（

。
な
お
、
表
⑷
に
あ
る

野
灯
籠
は
忌
中
の
し
る
し
で
あ
る
と
と
も
に
燈
籠
で

も
あ
る
。 

　

表
⑷
か
ら
は
以
下
の
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

　
（
１
）
日
本
の
各
地
域
で
は
よ
く
あ
る
魔
除
け
の

刃
物
・
位
牌
・
四
十
九
餅
な
ど
を
始
め
と
す
る
葬
送

習
俗
の
構
成
要
素
が
、
筏
津
地
区
で
は
旧
来
か
ら
の

葬
儀
と
今
回
の
葬
儀
の
い
ず
れ
に
も
み
ら
れ
な
い
。

浄
土
真
宗
門
徒
ば
か
り
の
筏
津
地
区
に
は
、
他
宗
派

の
地
域
に
み
ら
れ
る
葬
送
習
俗
が
存
在
し
な
い
。

　
（
２
）
枕
飯
・
通
夜
の
お
茶
出
し
・
畳
替
え
・
入

棺
酒
・
米
の
香
典
・
野
辺
送
り
・
野
辺
送
り
後
の
履
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の
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
に
は
、
葬
儀
準
備
や
進
行
は
明
文
化
さ
れ
て
お
ら

ず
、
講
員
同
士
が
覚
え
て
い
る
葬
儀
の
仕
方
に
つ
い
て
相
談
し
あ
い
な
が

ら
行
な
っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
順
番
を
間
違
う
こ
と
も
よ
く
あ
っ
た
と

い
う
。
現
在
で
は
、
葬
儀
の
度
に
講
中
が
葬
儀
準
備
や
進
行
の
参
考
に
す

る
た
め
こ
の
「
葬
儀
執
行
要
領
」
を
閲
覧
し
て
い
る
。

　

筏
津
地
区
が
あ
る
北
広
島
町
内
で
は
、
旧
千
代
田
町
に
あ
る
丁
保
余
原

地
区
や
壬
生
地
区
に
お
い
て
も
、
葬
儀
の
進
行
方
法
に
つ
い
て
、「
葬
儀

執
行
要
領
」
や
「
司
会
進
行
メ
モ
」
が
作
成
さ
れ
て
明
文
化
さ
れ
て
き
て

い
る（

（1
（

。筏
津
上
で
は
一
九
八
七
年
に
、筏
津
下
の「
講
中
規
約
」（
一
九
八
三

年
作
成
）
を
参
考
と
し
て
、「
葬
儀
執
行
要
領
」
が
作
成
さ
れ
て
い
る（

（1
（

。

北
広
島
町
の
旧
大
朝
町
域
と
旧
千
代
田
町
域
で
は
、
葬
儀
執
行
に
つ
い
て

一
九
八
〇
年
代
に
記
録
化
す
る
動
き
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

実
際
の
筏
津
下
の
「
葬
儀
執
行
要
領
」
は
紙
幅
の
関
係
で
全
文
を
こ
こ

で
紹
介
で
き
な
い
が
、「
葬
儀
執
行
要
領
」及
び
聞
き
取
り
調
査
の
内
容
と
、

次
に
紹
介
す
る
二
〇
一
六
年
四
月
の
今
回
の
具
体
的
な
葬
儀
の
内
容
と
を

比
較
す
る
と
以
下
の
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

　
（
１
）
聞
取
り
調
査
で
は
、
亭て
い

主す

役や
く

は
葬
儀
執
行
の
責
任
者
で
あ
り
代

表
で
あ
り
、
講
員
へ
葬
儀
準
備
な
ど
す
べ
て
の
指
示
出
し
を
す
る
、
と
さ

れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
「
葬
儀
執
行
要
領
」
で
は
、
葬
儀
で
の
役
割

決
め
、
僧
侶
の
対
応
、
集
合
時
間
な
ど
の
講
員
へ
の
伝
達
、
講
中
を
代
表

物
の
処
理
と
塩
に
よ
る
清
め
は
、
伝
統
的
な
葬
儀
に
は
あ
る
が
、
今
回
の

葬
儀
に
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
は
葬
儀
の
変
化
の
中
で
無
く
な
っ
て
い
っ

た
構
成
要
素
で
あ
る
。
（
日
毎
の
行
事
に
つ
い
て
も
、
旧
来
の
葬
儀
で
は

（
日
毎
に
行
な
っ
て
い
た
が
、
今
回
の
葬
儀
で
は
喪
主
の
家
族
と
僧
侶
の

両
者
の
都
合
に
よ
り
（
日
・
（（
日
・
（9
日
の
行
事
だ
け
は
行
な
っ
た
。

　
（
３
）
死
装
束
の
手
甲
・
脚
絆
・
頭
陀
袋
・
杖
の
模
型
は
、
旧
来
の
葬

儀
に
は
な
か
っ
た
が
、
今
回
の
葬
儀
で
は
そ
れ
ら
が
み
ら
れ
た
。
こ
れ
ら

は
、
死
装
束
を
葬
祭
業
者
か
ら
購
入
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、

逆
に
他
地
域
の
習
俗
の
要
素
が
混
入
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
葬
祭
業

者
が
持
ち
込
ん
だ
要
素
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

㈢　

�「
葬
儀
執
行
要
領
」
お
よ
び
聞
取
り
調
査
と
、
今
回
の
実
地
観
察
と

の
比
較

　

筏
津
地
区
で
は
高
度
経
済
成
長
期
を
経
る
中
で
、
葬
儀
執
行
の
手
引
き

を
文
章
化
し
て
ま
と
め
る
こ
と
が
行
な
わ
れ
た
。
筏
津
下
の
「
葬
儀
執
行

要
領（

（1
（

」
は
、
杉
本
武
信
氏
に
よ
っ
て
、
杉
本
氏
の
一
回
り
上
の
世
代
が
あ

ま
り
葬
儀
に
関
心
が
な
か
っ
た
た
め
葬
儀
の
仕
方
が
分
か
ら
な
く
な
る
可

能
性
が
あ
る
と
危
惧
し
た
こ
と
か
ら
、
そ
れ
よ
り
も
さ
ら
に
も
う
一
回
り

上
の
世
代
か
ら
聞
い
た
こ
と
や
、
自
分
の
葬
儀
の
参
加
経
験
を
書
き
留
め

て
い
た
メ
モ
か
ら
、
一
九
九
三
年
に
ワ
ー
プ
ロ
で
清
書
し
て
作
ら
れ
た
も
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し
て
の
挨
拶
、
が
そ
の
担
当
と
さ
れ
て
い
る
。
今
回
の
葬
儀
で
は
、
亭
主

役
は
「
葬
儀
執
行
要
領
」
と
同
様
の
役
割
を
実
行
し
た
。
し
か
し
、
講
員

の
人
た
ち
は
葬
儀
準
備
な
ど
、
い
ち
い
ち
亭
主
役
か
ら
指
示
を
受
け
る
の

で
は
な
く
、「
葬
儀
執
行
要
領
」
な
ど
を
見
た
り
、
帳
場
や
司
会
役
な
ど

の
講
員
同
士
で
葬
儀
の
流
れ
を
確
認
し
な
が
ら
各
自
の
判
断
で
行
な
っ
て

い
た
。「
葬
儀
執
行
要
領
」
の
記
載
や
聞
取
り
調
査
で
は
、
参
列
者
が
弔

辞
を
読
み
上
げ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
今
回
の
葬
儀
で
は
参
列
者
の
代
わ

り
に
亭
主
役
が
弔
辞
を
読
み
上
げ
た
。

　
（
２
）「
葬
儀
執
行
要
領
」
に
は
葬
儀
の
準
備
や
進
行
は
講
中
の
役
割
と

し
て
記
さ
れ
、
聞
取
り
調
査
で
も
喪
主
の
家
族
は
食
事
も
作
ら
ず
葬
儀
期

間
中
の
一
切
を
講
中
に
任
せ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
今
回
の
葬
儀
で
は
会

場
準
備
で
も
果
物
籠
や
花
籠
の
配
置
の
指
示
出
し
や
座
布
団
の
配
置
、
講

員
が
来
る
前
の
帳
場
対
応
な
ど
、
喪
主
の
家
族
が
行
な
っ
た
。

　
（
３
）「
葬
儀
執
行
要
領
」
や
聞
取
り
調
査
で
は
納
棺
時
の
清
め
の
作
法

な
ど
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
が
、
今
回
の
葬
儀
で
は
喪
主
の
家
族
は
納
棺

後
に
手
を
洗
っ
て
清
め
た
。

　
（
４
）「
葬
儀
執
行
要
領
」
に
は
火
葬
場
で
の
喪
主
の
家
族
の
役
割
に
つ

い
て
は
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
聞
取
り
調
査
で
は
火
葬
時
の
点
火
は
喪
主
が

行
な
う
も
の
と
さ
れ
て
い
る
が
、
今
回
の
葬
儀
で
は
火
葬
炉
の
閉
扉
は
喪

主
に
準
じ
て
故
人
の
実
の
娘
が
行
な
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
葬
儀
執
行
要
領
」
お
よ
び
聞
書
き
と
実
地
観
察
の
内

容
と
の
三
者
に
は
違
い
が
み
ら
れ
る
。「
葬
儀
執
行
要
領
」
お
よ
び
聞
書

き
調
査
で
は
、
葬
儀
執
行
に
関
し
て
共
通
認
識
と
さ
れ
て
い
る
内
容
を
知

る
こ
と
が
で
き
る
が
、
実
地
観
察
で
は
眼
前
で
実
践
さ
れ
て
い
る
具
体
的

な
個
別
事
例
情
報
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

㈣　

葬
儀
の
現
地
調
査

　

二
〇
一
六
年
四
月
に
広
島
県
西
北
部
に
位
置
す
る
旧
大
朝
町
地
域
（
現

北
広
島
町
）
の
中
山
間
地
農
村
で
あ
る
筏
津
下
に
お
い
て
行
な
わ
れ
た
葬

儀
に
関
す
る
具
体
的
な
事
例
情
報
を
紹
介
す
る
。

⑴
葬
儀
の
関
係
者

　

こ
の
葬
儀
へ
の
関
係
者
と
し
て
は
、
①
親
族
、
②
講
中
、
③
僧
侶
、
④

業
者
、
の
四
者
が
あ
り
、
ま
ず
そ
れ
に
つ
い
て
記
す
。

①
親
族

　

故
人
の
藤
田
松
一
氏
の
出
身
は
こ
の
筏
津
地
区
で
は
な
く
、
大
朝
の
町

場
の
朝
枝
地
区
に
長
く
住
ん
で
い
た
。
五
十
歳
代
に
再
婚
を
し
て
妻
の
居

住
地
で
あ
る
筏
津
地
区
へ
転
居
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
再
婚
相
手
で
あ
る

妻
の
息
子
の
杉
本
武
信
氏
の
母
屋
に
隣
接
す
る
、離
れ
に
居
住
し
て
い
た
。

母
屋
は
杉
本
氏
が
自
身
で
建
て
た
新
し
い
家
屋
で
、
離
れ
は
杉
本
氏
が
生

ま
れ
育
っ
た
元
々
の
家
屋
で
あ
る
。
杉
本
氏
の
父
は
杉
本
氏
が
幼
い
こ
ろ
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に
戦
死
し
た
た
め
、
母
の
女
手
一
つ
で
育
て
ら
れ
た
。
杉
本
氏
は
広
島
県

庁
・
旧
大
朝
町
役
場
の
職
員
を
経
て
、
旧
大
朝
町
・
北
広
島
町
の
町
議
会

議
員
を
長
く
務
め
た
。
ま
た
、
福
山
市
で
明
治
初
め
に
自
由
民
権
運
動
に

尽
く
し
た
医
師
の
窪
田
次
郎
氏
に
つ
い
て
執
筆
・
講
演
活
動
を
す
る
な

ど（
（1
（

、
文
化
面
・
学
識
面
に
高
い
教
養
と
関
心
を
も
っ
て
い
る
方
で
あ
る
。

故
人
の
藤
田
氏
は
長
年
に
わ
た
っ
て
大
朝
郵
便
局
の
局
員
と
し
て
勤
め
上

げ
、
一
九
七
五
年
に
再
婚
を
し
て
筏
津
地
区
へ
移
住
し
た
。
定
年
に
よ
り

郵
便
局
を
退
職
し
た
後
は
、
筏
津
地
区
内
に
あ
っ
た
Ｊ
Ａ
の
購
買
部
に
妻

（
杉
本
氏
の
母
）
と
と
も
に
居
住
し
な
が
ら
（0
年
以
上
に
わ
た
り
購
買
店

を
運
営
し
た
り
、
退
職
金
で
桜
の
苗
木
を
購
入
し
筏
津
の
居
住
者
へ
配
布

す
る
な
ど
、
筏
津
地
区
に
対
し
て
貢
献
を
し
て
き
た
人
で
あ
っ
た
。
藤
田

氏
が
購
入
し
た
桜
の
苗
木
は
筏
津
地
区
を
流
れ
る
川
辺
に
植
え
ら
れ
、
藤

田
氏
の
考
え
に
賛
同
し
た
地
区
居
住
者
が
新
た
に
取
得
し
て
植
え
た
桜
の

苗
木
と
と
も
に
、
現
在
は
美
し
い
桜
並
木
と
な
っ
て
い
る
。
地
域
へ
の
貢

献
活
動
の
他
、
山
仕
事
や
田
仕
事
も
積
極
的
に
行
な
い
、
一
人
で
コ
ツ
コ

ツ
と
仕
事
を
行
な
う
勤
勉
な
人
柄
で
あ
っ
た
。
購
買
店
を
閉
め
た
後
は
、

現
在
の
離
れ
へ
妻
と
と
も
に
転
居
し
、
以
後
は
離
れ
に
居
住
し
て
い
た
。

今
回
の
葬
儀
は
、
藤
田
家
の
跡
取
り
息
子
の
方
と
杉
本
家
の
当
主
で
あ
り

妻
の
息
子
さ
ん
で
あ
る
杉
本
氏
と
の
両
名
が
連
名
で
喪
主
を
つ
と
め
た
の

で
、
故
人
と
妻
の
両
方
の
親
族
関
係
者
が
参
列
し
て
通
常
よ
り
も
参
列
者

の
多
い
葬
儀
と
な
っ
た
。

②
講
中

　
（
１
）
筏
津
地
区
の
概
要
で
記
し
た
と
お
り
、
筏
津
地
区
で
は
死
者
と

同
じ
講
中
の
各
戸
か
ら
男
女
（
名
ず
つ
が
葬
儀
の
手
間
と
し
て
で
る
。
今

回
の
葬
儀
は
、
筏
津
下
の
上
の
講
中
で
あ
る
杉
本
家
で
行
な
わ
れ
た
。
表

⑸
の
と
お
り
に
筏
津
下
講
中
の
中
の
上
の
講
中
が
葬
式
の
手
伝
い
と
し
て

参
加
し
た
。

　

喪
主
の
家
族
を
除
い
た
講
員
男
性
9
名
、
女
性
（
名
が
葬
儀
の
手
伝
い

と
し
て
参
加
し
た
。
講
員
男
性
は
、
亭
主
役
（
名
、
司
会
（
名
、
帳
場
長

（
名
、
帳
場
（
名
、
小
回
り
5
名
、
で
そ
れ
ぞ
れ
務
め
た
。
ま
た
講
員
女

性
は
、
賄
い
頭
（
名
、
賄
い
方
（
名
、
で
お
斎
の
準
備
な
ど
を
担
当
し
た
。

亭
主
役
は
、
現
在
で
は
葬
儀
委
員
長
と
も
い
わ
れ
る
が
、
当
該
葬
儀
で
の

講
中
の
代
表
、
僧
侶
へ
の
対
応
な
ど
、
葬
儀
の
総
責
任
者
に
あ
た
る
役
割

で
あ
る
。
司
会
は
、
通
夜
・
葬
式
な
ど
儀
礼
の
場
で
の
司
会
進
行
を
行
な

う
役
割
で
あ
る
。
今
回
の
司
会
は
、
郵
便
局
長
で
あ
り
人
前
で
話
す
こ
と

に
な
れ
て
い
る
小
田
氏
が
、
前
回
の
葬
儀
に
引
き
続
き
今
回
の
葬
儀
で
も

司
会
を
務
め
た
。
帳
場
長
は
帳
場
の
責
任
者
で
あ
り
喪
主
の
葬
儀
費
用
を

預
か
っ
て
、
葬
儀
で
の
支
出
管
理
、
帳
場
で
参
列
者
の
対
応
、
を
行
な
う

役
割
で
あ
る
。
帳
場
長
は
、
Ｊ
Ａ
の
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
に
勤
務
し
金
銭

の
収
支
計
算
に
慣
れ
て
い
る
前
杉
氏
が
務
め
た
。
帳
場
は
、
帳
場
長
の
も
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と
に
帳
場
で
香
典
を

受
け
取
る
な
ど
参
列

者
の
対
応
を
行
な
う

役
割
で
あ
る
。
小
回

り
は
、
こ
れ
ら
以
外

の
葬
儀
準
備
や
参
列

者
の
車
の
誘
導
な
ど

さ
ま
ざ
ま
な
雑
務
を

こ
な
す
役
割
で
あ
る
。

③
僧
侶

　

広
島
県
西
部
一
帯

は
「
安
芸
門
徒
」
と

い
う
言
葉
が
あ
る
よ

う
に
浄
土
真
宗
の
盛

ん
な
地
域
で
あ
る
。

筏
津
地
区
も
全
戸
が

浄
土
真
宗
の
門
徒
で

あ
る
。
門
徒
寺
は
各

戸
に
よ
っ
て
異
な
っ

て
い
る
も
の
の
、
筏

表⑸今回の葬儀における講中の手伝いの割り振り

講中 家 講員男性 葬儀での
役割 講員女性 葬儀での

役割 門徒寺 付記

筏
津
下
の
上
講
中

渡邊 實 小回り１ 千里 賄い方 円立寺
竹野 照夫 帳場２ 香代子 － 円立寺
西本 勝博 亭主役 眞由美 賄い方 円立寺

杉本 武信 喪主 淳子 賄い方 円立寺 故藤本氏の門徒寺
は教信坊

隅原 正文 小回り４ － － 円立寺
小田 能弘 司会 浩美 賄い方 円立寺
佐伯 謙祐 小回り２ みどり 賄い方 円立寺
中川 正男 帳場１ 光子 賄い方 円立寺
前杉 雅俊 帳場長 順子 賄い方 円立寺
三浦 哲夫 小回り５ 信子 － 円立寺
渡 忠二 小回り３ 朝子 賄い頭

津
下
講
中
の
上
の
講
中
の
家
々
は
い
ず
れ
も
大
朝
の
町
場
に
あ
る
円
立
寺

の
門
徒
で
あ
る
。
故
人
は
大
朝
の
町
場
で
あ
る
朝
枝
地
区
か
ら
移
住
し
て

き
た
た
め
、
円
立
寺
で
は
な
く
大
朝
の
町
場
の
中
で
も
本
町
に
あ
る
教
信

坊
を
門
徒
寺
と
し
て
い
た
。通
常
は
通
夜
に
は
故
人
の
門
徒
寺
が
来
る
が
、

都
合
が
つ
か
な
か
っ
た
た
め
今
回
は
故
人
の
門
徒
寺
で
は
な
く
、
筏
津
地

区
の
最
寄
り
の
寺
で
あ
る
九
門
明
地
区
の
西
教
寺
の
住
職
が
つ
と
め
た
。

葬
式
当
日
は
、
本
坊
と
し
て
教
信
坊
、
次
坊
と
し
て
西
教
寺
、
の
二
ヶ
寺

が
つ
と
め
た
。
教
信
坊
か
ら
は
本
僧
（
名
と
伴
僧
（
名
、
西
教
寺
か
ら
は

本
僧
（
名
、
計
（
名
の
僧
侶
が
参
加
し
た
。

④
業
者

　

島
根
県
邑
南
町
か
ら
火
葬
の
業
務
委
託
を
受
け
て
い
る
葬
祭
業
者
の

「
日
本
斎
苑
」（
広
島
県
三
次
市
）
と
、
葬
祭
業
者
の
「
岡
田
仏
壇
葬
儀
店
」

（
島
根
県
邑
南
町
）
と
、
大
朝
の
地
元
の
複
合
ス
ー
パ
ー
「
わ
さ
～
る
」

内
に
あ
る
、
葬
祭
業
者
の
「
仁
未
来
」（
元
・
熊
本
仏
壇
）
と
、
飲
食
品

の
購
入
で
は
ス
ー
パ
ー
内
の
「
か
わ
す
み
」
と
酒
屋
の
「
か
け
や
」、
を

利
用
し
た
。「
熊
本
仏
壇
」
と
「
か
け
や
」
は
旧
大
朝
町
の
商
店
街
に
店

舗
を
構
え
て
い
た
業
者
で
、「
か
わ
す
み
」
は
近
隣
の
町
場
で
あ
る
新
庄

地
区
に
店
舗
を
構
え
て
い
た
業
者
で
あ
る
。
ま
た
旧
大
朝
商
店
街
に
あ
る

ガ
ス
販
売
・
写
真
館
の
「
宇
川
商
店
」、
旧
大
朝
町
中
心
部
に
あ
る
「
大

朝
交
通
」
へ
も
依
頼
と
発
注
を
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
業
者
の
他
に
、
旧
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大
朝
町
以
来
の
社
会
福
祉
協
議
会
か
ら
の
祭
壇
の
賃
借
を
も
し
て
い
る
。

社
会
福
祉
協
議
会
は
、
当
時
の
旧
大
朝
町
の
行
政
主
導
で
も
と
も
と

一
九
七
五
年
に
設
立
さ
れ
た
組
織
で
あ
り
、
社
会
福
祉
の
意
味
か
ら
葬
儀

の
大
き
な
変
化
と
い
う
時
代
状
況
に
対
応
し
て
町
内
各
地
区
の
葬
儀
に
関

す
る
サ
ー
ビ
ス
提
供
を
も
行
な
っ
て
き
た
。
二
〇
〇
五
年
の
北
広
島
町
へ

の
合
併
に
伴
い
、
現
在
は
北
広
島
町
社
会
福
祉
協
議
会
と
し
て
活
動
し
て

い
る
。
行
政
が
直
接
は
対
応
で
き
な
い
よ
う
な
地
域
の
福
祉
へ
の
取
り
組

み
を
行
な
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
い
ま
も
高
齢
者
介
護
な
ど
の
幅
広
い

サ
ー
ビ
ス
を
行
な
っ
て
い
る
。
以
前
か
ら
香
典
返
し
を
行
な
う
代
わ
り
に

社
会
福
祉
協
議
会
へ
寄
付
を
す
る
と
い
う
喪
主
の
動
き
が
、
旧
大
朝
町
地

域
に
お
い
て
生
じ
て
い
て
、
そ
の
寄
付
金
な
ど
に
よ
っ
て
祭
壇
を
購
入
し

て
、
一
九
八
〇
年
頃
か
ら
祭
壇
の
賃
借
も
行
な
う
よ
う
に
な
っ
た
と
い

う（
11
（

。
⑵
葬
儀
の
内
容

　

こ
こ
で
、
今
回
の
葬
儀
事
例
の
内
容
を
流
れ
に
沿
っ
て
記
述
す
る
。

四
月
三
日
【
死
亡
】　
死
亡
（
16
：
30
）　

喪
主
が
、
親
族
・
講
中
へ
連
絡
、

講
中
へ
翌
四
日
（
：
00
に
喪
主
宅
へ
集
合
す
る
旨
を
依
頼
す
る
。
故
人

は
二
〇
一
五
年
十
二
月
に
ガ
ン
の
手
術
を
受
け
た
あ
と
、
大
朝
ふ
る
さ

と
病
院
へ
入
院
し
て
い
た
。

四
月
四
日
【
葬
儀
準
備
・
通
夜
】　〈
講
員
の
招
集
（
8
：
00
）〉　

喪
主
宅

へ
講
員
（
各
戸
よ
り
男
女
（
名
ず
つ
）
が
集
合
。
講
員
同
士
の
話
し
合

い
で
各
員
の
役
割
分
担
を
決
め
る
。
亭
主
役
は
講
員
の
中
で
も
基
本
的

に
は
近
い
家
の
人
が
行
な
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
今
回
は
、
喪
主
の

家
の
す
ぐ
裏
手
に
住
む
講
員
男
性
が
担
当
と
な
っ
た
。
役
割
分
担
が
決

ま
る
と
、
各
自
葬
儀
の
準
備
を
す
る
。
役
場
へ
の
手
続
き
は
、
役
場
に

詳
し
い
講
員
（
小
回
り
１
の
人
）
が
す
る
。

〈
会
場
・
帳
場
の
準
備
（
8
：
30
―
12
：
15
）〉　

講
員
男
性
が
社
会
福
祉

協
議
会
へ
祭
壇
賃
借
に
つ
い
て
電
話
で
連
絡
し
、
祭
壇
を
借
り
受
け
て

く
る
。 

（
時
間
後
に
、
社
会
福
祉
協
議
会
の
祭
壇
組
み
立
て
指
導
員
が

喪
主
の
家
へ
到
着
し
、
講
員
男
性
に
よ
っ
て
喪
主
宅
の
仏
間
へ
祭
壇
が

組
み
立
て
ら
れ
る
。
講
員
男
性
が
マ
イ
ク
や
ス
ピ
ー
カ
ー
な
ど
の
音
響

機
器
を
配
置
す
る
。
仏
間
に
飾
ら
れ
て
い
る
賞
状
や
絵
な
ど
を
半
紙
で

隠
し
、
焼
香
台
の
準
備
、
仏
壇
に
花
を
供
え
る
、
な
ど
の
準
備
を
行
な

う
。

　

 　

喪
主
宅
（
母
屋
）
と
故
人
宅
（
離
れ
）
の
間
の
軒
下
に
帳
場
を
設
置

す
る
。
軒
下
を
ク
ジ
ラ
幕
で
覆
い
、
長
机
・
椅
子
を
並
べ
、
天
井
か
ら

裸
電
球
を
吊
る
す
。
帳
場
前
の
地
面
を
均
し
て
ビ
ニ
ー
ル
シ
ー
ト
を
全

体
に
引
い
て
固
定
す
る
。
照
明
を
故
人
宅
の
前
に
設
置
す
る
。
喪
主
宅

の
入
り
口
に
野
灯
籠
を
立
て
る
。
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司
会
が
葬
儀
要
領
を
見
て
葬
儀
の
流
れ
に
つ
い
て
確
認
し
、
宇
川
商

店
と
仁
未
来
へ
の
棺
・
ハ
ガ
キ
・
写
真
の
引
き
取
り
の
時
間
を
講
員
男

性
へ
伝
え
る
。
帳
場
１
の
人
が
喪
主
と
話
を
し
て
通
夜
前
の
集
合
時
間

を
確
認
し
、
他
の
講
員
男
性
へ
伝
達
す
る
。

　

 　

仁
未
来
か
ら
届
い
た
棺
を
講
員
が
中
心
と
な
っ
て
故
人
宅
へ
運
び
入

れ
る
。

　

 　

通
夜
の
準
備
が
お
よ
そ
で
き
る
と
、
通
夜
前
の
集
合
時
間
を
確
認
し

て
い
っ
た
ん
解
散
す
る
。

〈
葬
具
・
食
品
な
ど
の
手
配
（
10
：
30
―
）〉　

講
員
（
男
（
名
・
女
（
名
）

が
わ
さ
～
る
（
か
わ
す
み
、
か
け
や
、
仁
未
来
）
で
、
葬
具
・
花
飾
り
・

果
物
籠
の
手
配
、
食
料
の
購
入
を
す
る
。
棺
を
購
入
す
る
予
定
だ
っ
た

が
、
在
庫
が
な
く
組
み
立
て
作
業
の
最
中
だ
っ
た
た
め
、
後
ほ
ど
受
け

取
る
こ
と
に
な
る
。
他
に
、
宇
川
商
店
へ
遺
影
・
炊
飯
器
の
手
配
、
大

朝
交
通
へ
葬
式
当
日
の
バ
ス
の
手
配
、
岡
田
仏
壇
葬
儀
店
へ
葬
式
当
日

の
霊
柩
車
の
手
配
、
を
す
る
。

〈
食
事
作
り
（
13
：
20
―
）〉　

集
会
所
に
講
員
女
性
が
集
ま
り
、
過
去
の

記
録
を
参
考
に
し
な
が
ら
メ
ニ
ュ
ー
を
決
め
、
調
理
法
・
明
日
ま
で
の

動
き
な
ど
を
確
認
す
る
。
各
自
、
野
菜
の
下
ご
し
ら
え
な
ど
の
準
備
に

取
り
掛
か
る
。
ガ
ス
コ
ン
ロ
の
使
用
に
つ
い
て
は
小
回
り
３
の
人
が
行

い
、
調
理
機
器
に
不
備
が
あ
っ
た
場
合
に
は
講
員
男
性
か
ら
店
舗
へ
連

絡
を
し
て
も
ら
う
。

〈
納
棺
（
15
：
00
―
15
：
20
）〉　

喪
主
の
家
族
と
親
族
が
故
人
宅
に
集
ま
っ

て
納
棺
を
行
な
う
。
遺
体
は
仏
壇
の
手
前
に
北
枕
に
な
る
よ
う
に
布
団

に
寝
か
せ
て
あ
り
、
顔
に
は
白
い
布
が
か
け
ら
れ
て
い
る
。
頭
側
に
は

ろ
う
そ
く
・
線
香
・
遺
影
が
置
か
れ
て
い
る
。
遺
体
は
普
段
か
ら
着
用

し
て
い
た
浴
衣
の
一
つ
を
着
て
い
る
。
親
族
男
性
が
中
心
と
な
っ
て
6

名
で
遺
体
を
棺
へ
移
す
。白
装
束
の
着
付
け
の
方
法
を
相
談
し
な
が
ら
、

遺
体
に
白
装
束
を
着
せ
る
（
白
衣
は
遺
体
の
上
に
被
せ
る
だ
け
で
袖
は

通
さ
な
い
）。

　

 　

棺
の
蓋
を
閉
め
て
、
親
族
男
性
・
女
性
（
9
名
）
で
棺
を
故
人
宅
か

ら
喪
主
宅
へ
移
動
す
る
。
果
物
籠
を
準
備
し
て
い
た
業
者
の
か
わ
す
み

も
手
伝
い
、
棺
を
仏
間
の
祭
壇
の
前
に
安
置
す
る
。
喪
主
宅
の
縁
側
に

は
水
を
張
っ
た
盥
と
タ
オ
ル
が
用
意
さ
れ
て
お
り
、
納
棺
を
終
え
た
者

は
手
を
洗
う
。
水
は
洗
面
所
へ
捨
て
る
。

〈
果
物
籠
・
花
・
座
布
団
の
設
置
（
15
：
10
―
14
：
30
）〉　

業
者
の
か
わ

す
み
が
喪
主
の
指
示
の
も
と
果
物
籠
を
仏
間
に
設
置
す
る
。
花
も
果
物

籠
と
同
様
に
設
置
す
る
。
喪
主
の
妻
・
長
男
・
長
女
が
座
布
団
を
仏
間

へ
配
置
す
る
。

〈
夕
飯
・
お
供
え
（
17
：
00
―
18
：
00
）〉　

女
性
が
喪
主
宅
へ
喪
主
の
家

族
の
夕
飯
と
お
供
え
を
運
ぶ
。
親
族
女
性
が
夕
飯
を
、
喪
主
が
お
供
え
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（
御
仏
飯
（
つ
）
を
受
け
取
る
。
祭
壇
・
仏
壇
へ
お
供
え
を
置
く
。
喪

主
の
家
族
は
喪
主
宅
で
夕
飯
を
と
る
。

〈
帳
場
（
17
：
00
―
）〉　

講
員
男
性
は
講
員
女
性
の
作
っ
た
食
事
で
夕
飯

を
済
ま
せ
て
、
喪
服
に
着
替
え
て
帳
場
へ
集
ま
る
。
帳
場
担
当
の
講
員

男
性
は
帳
場
に
待
機
し
、
そ
れ
以
外
の
講
員
男
性
も
用
の
な
い
と
き
は

帳
場
に
待
機
す
る
。
参
列
者
が
く
る
と
、
香
典
を
受
け
取
り
伝
票
に
受

け
取
っ
た
旨
を
記
載
し
て
会
葬
礼
を
渡
す
。

〈
放
送
（
18
：
00
―
）〉　

通
夜
が
始
ま
る
旨
の
放
送
が
旧
大
朝
地
域
に
流

れ
る
。
放
送
は
、
①
北
広
島
町
全
域
か
②
旧
大
朝
町
地
域
か
を
選
べ
、

放
送
内
容
の
原
稿
と
と
も
に
役
場
へ
希
望
を
届
け
出
る
。

〈
通
夜
（
19
：
30
―
20
：
20
）〉　

通
夜
開
始
（0
分
前
に
僧
侶
（
西
教
寺
）

が
車
で
喪
主
の
家
へ
到
着
し
、
亭
主
役
と
司
会
の
案
内
に
よ
り
喪
主
宅

で
準
備
を
行
な
う
。

　

 　

司
会
の
進
行
に
よ
り
通
夜
を
開
始
す
る
。読
経
と
法
話
が
終
わ
る
と
、

僧
侶
へ
お
茶
を
出
し
て
、
僧
侶
は
喪
主
・
故
人
の
妻
と
話
を
す
る
。
亭

主
役
が
僧
侶
へ
お
布
施
を
渡
し
て
、
見
送
り
を
す
る
。
明
日
の
葬
式
に

参
加
で
き
な
い
参
列
者
は
焼
香
を
通
夜
で
済
ま
せ
る
。
喪
主
・
喪
主
の

妻
・
喪
主
の
長
男
が
帰
宅
す
る
参
列
者
を
見
送
る
。

〈
明
日
の
確
認
（
20
：
30
）〉　

喪
主
と
講
員
が
明
日
の
朝
食
の
時
間
・
集

合
時
間
に
つ
い
て
確
認
す
る
。
亭
主
役
と
帳
場
は
（
時
に
、
そ
れ
以
外

の
講
中
は
9
時
に
集
合
す
る
こ
と
と
す
る
。
確
認
を
終
え
る
と
各
自
解

散
す
る
。

4
月
5
日
【
葬
式
】　〈
朝
食
・
お
斎
の
準
備
（
7
：
00
―
）〉　

講
中
女
性

は
集
会
所
で
お
斎
の
準
備
を
し
て
、
喪
主
の
家
へ
朝
食
を
届
け
る
。
お

斎
を
パ
ッ
ク
に
詰
め
る
。

〈
帳
場
（
7
：
00
―
）〉　

講
員
が
来
る
前
の
参
列
者
に
は
、
喪
主
が
帳
場

に
立
っ
て
対
応
す
る
。

　
　

（
時
前
に
帳
場
役
が
き
て
、
会
葬
礼
の
準
備
な
ど
を
行
な
う
。
参
列

者
が
く
る
と
、
香
典
を
受
け
取
り
伝
票
に
受
け
取
っ
た
旨
を
記
載
し
て

会
葬
礼
を
渡
す
。

〈
お
供
え
（
9
：
20
―
）〉　

女
性
が
お
供
え
（
御
仏
飯
（
つ
、
し
と
き
団

子
（
つ
）
を
帳
場
役
へ
渡
す
。
司
会
と
亭
主
役
が
祭
壇
へ
し
と
き
団
子

と
仏
壇
へ
御
仏
飯
を
お
供
え
す
る
。

〈
葬
式
の
準
備
（
10
：
30
―
）〉　

僧
侶
（
名
（
本
坊
・
伴
僧
・
次
坊
）
が

寺
宿
（
亭
主
役
宅
）
で
亭
主
役
・
司
会
と
話
し
合
い
を
す
る
。

〈
葬
式
（
11
：
00
―
）〉　

司
会
の
進
行
に
よ
り
葬
式
を
開
始
す
る
。
オ
コ

ウ
ゾ
リ
で
三
帰
依
文
、
出
棺
勤
行
で
帰
三
宝
偈
、
野
返
り
で
讃
仏
偈
、

御
文
書
、
葬
場
勤
行
で
正
信
偈
、
灰
葬
勤
行
で
重
誓
偈
、
を
そ
れ
ぞ
れ

僧
侶
が
読
経
す
る
。
葬
場
勤
行
の
途
中
で
、
司
会
の
進
行
に
よ
っ
て
喪

主
の
家
族
・
親
族
・
一
般
参
列
者
の
順
に
焼
香
が
行
な
わ
れ
る
。
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亭
主
役
に
よ
り
弔
辞
・
司
会
に
よ
り
弔
電
を
紹
介
、
親
族
代
表
（
喪

主
）
の
挨
拶
、
講
中
代
表
（
亭
主
役
）
の
挨
拶
の
順
に
行
な
わ
れ
る
。

親
族
以
外
の
参
列
者
は
帰
宅
す
る
。
参
列
者
の
数
は
通
夜
よ
り
も
葬
式

の
方
が
多
い
。

　
　

司
会
の
進
行
は
な
く
、灰
葬
が
行
な
わ
れ
る
。講
員
男
性
は
片
付
け
・

火
葬
場
へ
の
移
動
の
準
備
を
開
始
す
る
。
灰
葬
の
あ
と
、
棺
の
蓋
を
開

け
て
親
族
が
生
花
を
棺
へ
収
め
て
最
後
の
別
れ
を
す
る
。
親
族
男
性
が

紙
華
を
棺
に
納
め
、喪
主
が
金
槌
で
棺
の
蓋
へ
釘
を
打
つ
ふ
り
を
す
る
。

講
員
男
性
と
親
族
男
性
が
棺
を
運
び
出
し
、
霊
柩
車
（
岡
田
仏
壇
葬
儀

店
）
に
収
め
る
。
喪
主
は
霊
柩
車
で
、
他
の
喪
主
の
家
族
と
親
族
は
バ

ス
で
、
講
員
（
男
性
（
名
、
女
性
（
名
）
は
お
斎
を
持
っ
て
軽
バ
ン
に

乗
り
火
葬
場
へ
向
か
う
。

〈
火
葬
場
（
12
：
40
―
）〉　

火
葬
場
職
員
・
岡
田
仏
壇
・
講
員
男
性
が
、

棺
を
霊
柩
車
か
ら
棺
の
運
搬
機
器
へ
移
動
す
る
。
火
葬
場
職
員
が
棺
を

火
葬
炉
の
前
室
へ
運
び
、
祭
壇
に
据
え
る
。
火
葬
場
職
員
の
進
行
に
よ

り
、
焼
香
・
最
後
の
別
れ
を
行
な
う
。

〈
火
葬
（
13
：
00
―
）〉　

火
葬
場
職
員
が
棺
を
火
葬
炉
へ
収
め
、
火
葬
場

職
員
の
進
行
に
よ
り
故
人
の
実
の
娘
が
ボ
タ
ン
操
作
で
炉
の
戸
を
閉
め

る
。
火
葬
場
職
員
が
収
骨
時
間
を
案
内
す
る
。

〈
お
斎
（
13
：
10
―
）〉　

火
葬
場
到
着
後
、
講
員
が
お
斎
を
火
葬
場
の
休

憩
室
へ
運
ぶ
。
火
葬
炉
前
室
か
ら
戻
っ
た
喪
主
の
家
族
の
女
性
が
お
斎

の
準
備
を
し
て
か
ら
お
斎
の
食
事
を
と
る
。

〈
骨
拾
い
（
14
：
40
―
）〉　

火
葬
場
職
員
に
よ
る
声
掛
け
で
、
収
骨
室
へ

喪
主
の
家
族
と
親
族
が
集
ま
る
。
火
葬
場
職
員
の
指
示
に
よ
っ
て
喪
主

の
家
族
と
親
族
が
順
番
に
骨
を
拾
っ
て
骨
壺
へ
収
め
る
。
喉
仏
は
小
さ

な
骨
壺
へ
収
め
る
。
収
骨
が
終
わ
る
と
喪
主
の
家
族
と
親
族
が
骨
壺
・

遺
影
を
持
っ
て
バ
ス
に
乗
り
、
喪
主
の
家
へ
帰
る
。

〈
喪
主
の
家
（
15
：
20
）〉　

バ
ス
が
喪
主
の
家
に
着
く
と
、
喪
主
の
家
族

と
親
族
が
骨
壺
・
遺
影
を
仏
壇
の
前
へ
運
ん
で
安
置
す
る
。
喉
仏
を
収

め
た
小
さ
な
骨
壺
は
、
後
日
京
都
の
西
本
願
寺
へ
収
め
る
。
喪
主
が
集

会
所
か
ら
戻
る
と
、
喪
主
家
族
の
見
送
り
の
も
と
親
族
が
順
次
帰
る
。

〈
講
中
の
お
斎
（
―
16
：
00
）〉　

火
葬
場
付
添
役
の
講
員
が
戻
り
葬
儀
の

片
付
け
が
終
わ
っ
た
ら
、
講
中
は
集
会
所
で
お
斎
を
始
め
る
。
バ
ス
で

戻
っ
た
喪
主
・
喪
主
の
長
男
は
集
会
所
で
、
講
中
へ
お
礼
の
挨
拶
を
し

て
、
講
中
か
ら
収
支
報
告
を
受
け
て
香
典
と
書
類
と
現
金
を
受
け
取
っ

た
あ
と
、
喪
主
の
家
へ
帰
る
。
喪
主
に
よ
る
挨
拶
の
後
、
講
中
の
話
し

合
い
を
行
な
い
、
集
会
所
の
片
付
け
を
済
ま
せ
て
解
散
す
る
。
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三
、
旧
来
の
葬
儀
と
今
回
の
葬
儀
と
の
比
較

　

一
九
七
三
年
の
旧
大
朝
町
が
旧
瑞
穂
町
の
紫
光
苑
を
利
用
開
始
し
た
の

に
伴
っ
て
、
筏
津
下
で
は
、
ヤ
キ
バ
で
の
火
葬
か
ら
紫
光
苑
で
の
火
葬
に

移
行
し
た
。
筏
津
上
で
は
、
二
〇
一
一
年
ま
で
地
区
の
旧
来
か
ら
の
火
葬

場
で
あ
る
ヤ
キ
バ
に
お
い
て
講
員
た
ち
自
身
の
手
に
よ
る
火
葬
を
行
な
っ

て
い
た
。
こ
こ
で
は
筏
津
下
に
お
け
る
旧
来
の
葬
儀
と
比
較
す
る
こ
と
が

望
ま
し
い
が
、
む
し
ろ
同
じ
筏
津
地
区
と
し
て
古
い
伝
承
を
維
持
し
て
き

て
い
た
筏
津
上
の
葬
儀
の
方
が
、
こ
の
地
域
で
の
古
い
葬
儀
の
か
た
ち
を

残
し
て
い
る
た
め
、
こ
こ
で
は
具
体
的
な
現
在
の
詳
し
い
葬
儀
情
報
を
得

る
こ
と
が
で
き
た
筏
津
下
の
葬
儀
と
比
較
す
る
こ
と
で
、
筏
津
地
区
に
お

け
る
葬
儀
の
変
化
を
捉
え
て
み
る
こ
と
と
す
る
。
な
お
、
筏
津
上
の
葬
儀

に
つ
い
て
は
、
主
と
し
て
筏
津
上
の
一
九
四
六
年
生
ま
れ
の
男
性
か
ら
の

聞
き
取
り
調
査
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
情
報
と
、
筏
津
上
講
中
で
作
成
さ
れ

て
い
る
「
葬
儀
執
行
要
領
」
の
内
容
を
も
と
に
記
す
こ
と
と
す
る（

1（
（

。

㈠　

葬
儀
の
関
係
者

　

葬
儀
に
は
、
筏
津
下
と
同
様
に
、
①
親
族
、
②
講
中
、
③
僧
侶
、
④
業

者
、
が
関
わ
る
。

①
親
族
は
、
葬
儀
の
金
銭
負
担
を
す
る
も
の
の
、
葬
儀
準
備
・
進
行
の
大

半
は
手
伝
い
に
出
た
講
員
に
任
せ
る
。

②
講
中
に
つ
い
て
は
、
前
述
の
よ
う
に
筏
津
上
講
中
の
中
で
さ
ら
に
上
講

中
と
下
講
中
に
分
か
れ
て
お
り
、
死
者
が
属
す
る
方
の
講
中
の
各
戸
か
ら

男
女
（
人
ず
つ
が
出
る
。
二
〇
一
一
年
四
月
に
行
な
わ
れ
た
ヤ
キ
バ
を
利

用
し
た
最
後
の
葬
儀
の
際
に
、
講
中
が
担
っ
た
葬
儀
で
の
手
伝
い
に
は
、

表
⑺
の
よ
う
な
役
割
が
あ
っ
た（

11
（

。

　

葬
儀
の
手
伝
い
の
役
割
に
は
、
亭
主
役
（
世
話
係
）、
司
会
（
進
行
係
）、

会
計
、
棺
作
り
、
藁
作
り
、
紙
華
作
り
、
買
い
出
し
・
役
場
回
り
、
小
回

り
、
帳
場
、
カ
ン
カ
タ
ギ
（
棺
担
）、
賄
い
方
、
藁
の
提
供
、
が
あ
る
。

講
中
の
役
割
に
つ
い
て
今
回
の
事
例
と
比
較
す
る
と
、
以
下
の
点
が
指
摘

で
き
る
。

　
（
１
）
旧
来
の
葬
儀
と
今
回
の
葬
儀
で
は
、
世
話
係
と
進
行
係
と
し
て
、

亭
主
役
と
司
会
が
別
の
役
割
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
筏
津
上
の
葬
式

日
誌
で
は
二
〇
〇
八
年
か
ら
進
行
係
の
表
記
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

確
認
で
き
た
限
り
一
九
八
六
年
以
降
か
ら
二
〇
〇
七
年
ま
で
は
通
夜
・
葬

式
と
も
に
世
話
係
（
名
と
表
記
さ
れ
て
い
た
。
一
九
四
〇
年
の
葬
儀
で
は

通
夜
に
は
世
話
役
は
な
く
、
葬
式
当
日
は
世
話
役
が
（
名
と
表
記
さ
れ
て

い
た
。
つ
ま
り
、
も
と
も
と
は
身
内
と
地
元
と
で
行
な
っ
て
い
た
通
夜
や

葬
式
が
、
会
社
や
役
所
や
学
校
な
ど
の
勤
め
関
係
の
人
た
ち
が
参
加
す
る
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よ
う
に
な
る
に
し
た
が
っ
て
対
外
的
な
対
応
の
場
へ
と
変
化
し
、
司
会
進

行
の
役
割
が
生
じ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

　
（
２
）
旧
来
の
葬
儀
で
は
紙
華
作
り
・
棺
作
り
な
ど
の
葬
具
を
作
る
仕

事
が
あ
っ
た
が
、
今
回
の
葬
儀
で
は
こ
れ
ら
の
仕
事
が
な
く
な
り
、
葬
祭

業
者
か
ら
購
入
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
そ
れ
に
伴
っ
て
、
表
⑷
で
み

た
よ
う
に
死
装
束
の
手
甲
・
脚
絆
・
杖
の
模
型
な
ど
の
新
し
い
要
素
が
加

わ
っ
た
。

　
（
３
）
旧
来
の
葬
儀
で
は
カ
ン
カ
タ
ギ
が
講
員
男
性
（
名
で
火
葬
作
業

や
棺
の
運
搬
を
行
な
っ
て
い
た
が
、
今
回
の
葬
儀
で
は
講
員
男
性
（
名
が

火
葬
場
へ
付
添
い
、
骨
壺
・
お
斎
の
運
搬
な
ど
を
行
な
っ
た
。
旧
来
の
葬

儀
で
は
、
藁
作
り
な
ど
火
葬
に
関
す
る
役
割
が
あ
っ
た
が
、
今
回
の
葬
儀

で
は
公
営
火
葬
場
へ
火
葬
を
委
託
す
る
た
め
に
そ
れ
が
な
く
な
っ
た
。
講

員
の
役
割
で
あ
る
帳
場
は
、
旧
来
の
葬
儀
と
今
回
の
葬
儀
で
担
当
者
は
変

わ
っ
て
い
な
い
。「
虹
の
ホ
ー
ル
」
を
利
用
し
て
い
る
西
横
講
中
・
二
丁

目
も
講
員
が
帳
場
を
務
め
る
。
葬
儀
執
行
の
役
割
で
も
、
火
葬
や
棺
の
運

搬
な
ど
の
よ
う
に
担
当
が
変
わ
っ
た
役
割
と
、
帳
場
の
よ
う
に
担
当
が
変

わ
っ
て
い
な
い
役
割
と
が
あ
る
。

③
旧
来
の
葬
儀
で
は
葬
式
に
呼
ぶ
僧
侶
は
、
ふ
つ
う
は
死
者
の
門
徒
寺
を

本
坊
と
し
て
、
他
に
（
ヶ
寺
を
次
坊
と
し
て
葬
儀
を
頼
む
。
葬
式
に
（
ヶ

寺
を
呼
ぶ
こ
と
は
今
回
の
葬
儀
と
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
し
、
筏
津
上
・
筏

表⑺　2011年4月の「葬式日誌」にみえる筏津上の葬儀
（最後のヤキバ利用）での手伝い役の分担

役割 葬儀での手伝い役の内容 人数
世話係 亭主役。葬儀の責任者。骨上げ前の確認、骨上げの付添 １名
進行係 葬儀の司会進行 １名
会計 葬儀費用収支の管理 １名
棺作 棺・オミヤ（棺の屋根）作り １名
藁作 藁を束にする ２名
華作 紙華作り －
買物・役場 葬儀の入用品の買い出し、死亡届提出・火葬許可証取得など ９名
小廻（通夜）
賄方買物

食料の買い出し、雑務 （（名

帳場 帳場係。香典の数合わせ・返礼品の引渡しなど ４名
棺担 カンカタギ。棺担ぎ、燃料運搬、焼き番（男性） ４名
小廻（葬儀） 雑務 ４名
賄方 食事作り（女性） ８名
焼場藁の提供 藁の提供 個人より
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津
下
と
も
に
旧
来
の
葬
儀
で
は
本
僧
・
伴
僧
・
曲
椂
・
大
傘
の
（
名
ず
つ

計
（
名
だ
っ
た
が
、
筏
津
上
で
は
二
〇
〇
九
年
に
大
傘
を
廃
止
し
、
そ
れ

以
前
に
曲
椂
も
廃
止
し
て
い
た
。
筏
津
下
も
同
様
に
大
傘
・
曲
椂
を
廃
止

し
た
。
喪
主
の
家
に
て
葬
式
を
行
な
う
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
伴
い
、
大

傘
・
曲
椂
が
不
要
と
な
っ
た
た
め
、
講
中
の
側
の
要
望
で
（
つ
の
役
割
が

廃
止
さ
れ
た
。
現
在
は
本
僧
・
伴
僧
の
み
と
な
っ
て
い
る
。

④
旧
来
の
葬
儀
に
関
わ
る
業
者
は
、
大
朝
町
内
の
、「
仁
未
来
」、「
か
わ

す
み
」、「
か
け
や
」、「
宇
川
商
店
」
で
あ
る
。
酒
な
ど
の
飲
食
物
を
「
か

わ
す
み
」
や
「
か
け
や
」
な
ど
の
業
者
か
ら
購
入
す
る
こ
と
は
今
回
の
葬

儀
と
同
じ
で
あ
る
。
旧
来
の
葬
儀
で
は
、
蝋
燭
や
線
香
な
ど
の
消
耗
品
を

葬
祭
業
者
の
「
仁
未
来
」
か
ら
購
入
す
る
の
み
で
、
紙
華
や
棺
な
ど
は
講

員
が
作
成
し
た
が
、
今
回
の
葬
儀
で
は
消
耗
品
と
あ
わ
せ
て
紙
華
や
棺
な

ど
も
「
仁
未
来
」
か
ら
購
入
し
た
。
旧
来
の
葬
儀
で
は
祭
壇
は
用
い
ず
荘

厳
台
と
し
て
棺
と
台
の
設
置
を
し
た
が
、
今
回
の
葬
儀
で
は
社
会
福
祉
協

議
会
か
ら
祭
壇
を
賃
借
し
た
。ま
た
、旧
来
の
葬
儀
で
は
野
辺
送
り
に
よ
っ

て
ヤ
キ
バ
ま
で
棺
を
運
ん
だ
が
、
今
回
の
葬
儀
で
は
岡
田
仏
壇
葬
儀
店
の

霊
柩
車
で
棺
を
火
葬
場
ま
で
運
搬
し
た
。

㈡　

葬
儀
の
執
行
内
容
の
比
較

　

表
⑻
に
二
〇
一
一
年
以
前
の
筏
津
上
に
お
け
る
葬
儀
の
内
容
を
記
載

し
、
筏
津
下
に
お
け
る
今
回
の
葬
儀
と
比
較
し
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た

い
。

　

表
⑻
の
か
ら
は
以
下
の
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

　
（
１
）
Ａ
筏
津
上
の
旧
来
の
葬
儀
で
は
講
中
が
荘
厳
台
を
設
置
し
て
い

た
が
、
Ｂ
筏
津
下
の
今
回
の
葬
儀
で
は
新
し
い
要
素
で
あ
る
祭
壇
を
社
協

か
ら
賃
借
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。元
来
、講
員
が
準
備
し
て
い
た
葬
具
を
、

葬
祭
業
者
な
ど
か
ら
調
達
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
そ
れ
に
伴
っ
て
、

荘
厳
台
が
祭
壇
に
変
わ
っ
た
。

　
（
２
）
火
葬
を
す
る
場
所
は
、
Ａ
筏
津
上
の
旧
来
の
葬
儀
で
は
ヤ
キ
バ

だ
っ
た
が
、Ｂ
筏
津
下
の
今
回
の
葬
儀
で
は
公
営
火
葬
場
へ
と
変
わ
っ
た
。

そ
れ
に
伴
い
、
火
葬
施
設
ま
で
の
棺
の
管
理
や
火
葬
場
（
ヤ
キ
バ
）
で
の

祭
壇
設
置
・
進
行
な
ど
が
、
講
中
か
ら
火
葬
場
職
員
の
役
割
へ
と
移
行
し

た
。
葬
儀
を
行
な
う
場
所
が
変
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
場
で
の
主
導

権
も
場
所
の
管
理
者
へ
と
移
行
す
る
。
葬
儀
場
に
つ
い
て
も
、「
虹
の
ホ
ー

ル
」
を
利
用
し
て
い
る
西
横
講
中
・
二
丁
目
講
中
で
は
、
Ｊ
Ａ
主
導
の
元

そ
の
指
示
に
従
っ
て
講
中
が
葬
儀
執
行
を
行
な
う
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い

る
。

　
（
３
）
葬
儀
に
お
け
る
仏
教
儀
礼
は
、
オ
コ
ウ
ゾ
リ
で
三
帰
依
文
、
出

棺
勤
行
で
帰
三
宝
偈
、
野
返
り
で
讃
仏
偈
、
御
文
書
、
葬
場
勤
行
で
正
信

偈
、
灰
葬
勤
行
で
重
誓
偈
が
読
経
さ
れ
る
。
灰
葬
勤
行
は
Ａ
筏
津
上
の
旧



― （9 ― 真宗門徒の村の葬儀の継承と変化

表⑻　筏津上の旧来の葬儀と筏津下の今回の葬儀との比較
（○…AとBの内容が同じ）

筏津上の旧来の葬儀（A） 筏津下の今回の葬儀（B） 相違点

死
亡
後

死亡後、喪主の家族は講中
長へ連絡する

死亡後、喪主の家族は講中
長へ連絡する

○

喪主の家族は仏間に仏壇へ
頭を向くように死者を布団
に寝かせる

喪主の家族は仏間に仏壇へ
頭を向くように死者を布団
に寝かせる

○

以前は、親族が湯灌を行
なったが、近年では病院関
係者が病院で湯灌を行なう

病院関係者が病院で湯灌を
行なう

○

喪主の用意した浴衣を死者
へ着せる

喪主の用意した浴衣を死者
へ着せる

○

喪主から連絡を受けた講中
長は、講員に連絡をして喪
主の家へ招集する

喪主から連絡を受けた講中
長は、講員に連絡をして喪
主の家へ招集する

○

講中長は役場で死亡届・火
葬許可証の手続きをする

役場の手続きに慣れている
講員男性が死亡届・火葬許
可証の手続きをする

Aでは講中長が、Bでは役
場の手続きに慣れている講
員男性が役場の手続きをす
る

講中長は喪主の家の門徒寺
へ連絡をして、都合が合え
ば当日中に喪主の家で読経
をしてもらう

講員男性が死者の門徒寺へ
連絡をする

Aでは門徒寺の都合が合え
ば死亡当日に喪主の家へ来
てもらうことになっていた
が、Bでは都合が合わず門
徒寺は葬式のみ参加する

講員の集合後、講員同士の
相談で葬儀の手伝い役の役
割分担をする

講員の集合後、講員同士の
相談で葬儀の手伝い役の役
割分担をする

○

最初に亭主役を決め、亭主
役主導の元講員男性の話し
合いにより他の役割を決め
る

最初に亭主役を決め、亭主
役主導の元講員男性の話し
合いにより他の役割を決め
る

○

講中長が喪主の家族から都
合を聞いて、通夜・葬式の
日程を決める

講中長が喪主の家族から都
合を聞いて、通夜・葬式の
日程を決める

○

亭主役は各員へ指示を出す
ため、会計係は買い出しな
どの出費への支払いを行な
うため、喪主の家へ留まる

亭主役・会計係（帳場長）
も他の講員とともに葬儀準
備を行なう

Aでは亭主役は各講員への
指示を出す役割だったが、
Bでは亭主役・会計を含む
講員が各自の判断で準備を
行なう

女性講員は賄い方として、
お斎と葬儀中の喪主の家族
の食事を作る
喪主の家族は食事の準備は
しない

女性講員は賄い方として、
お斎と葬儀中の喪主の家族
の食事を作る
喪主の家族は食事の準備は
しない

○



國學院雜誌　第 118 巻第 2号（2017年） ― （0 ―

死
亡
後

男性講員の主な準備内容
は、買い出し、棺作り、箸

（骨拾い用）作り、紙華作り、
野灯籠作り、葬式会場の準
備、火葬に付随する作業、
などである

男性講員の主な準備内容
は、買い出し、野灯籠作り、
葬式会場の準備、などであ
る

Aでは棺・箸・紙華や火葬
を講員が準備したが、Bで
はこれらの仕事がなくなっ
た

講員男性が作成した棺とそ
の手前に設置した台で荘厳
台を作る

社会福祉協議会から祭壇を
賃借して設置し、手前に棺
を置く

Aでは棺と台で荘厳台を
作っていたが、Bでは祭壇
を賃借し設置する

紙華は喪主の家紋を切り抜
いて講員男性が作成する

仁未来の職員が一律の規格
で作成した紙華を購入する

Aでは各家の紋様を切り抜
いた紙華を作成していた
が、Bでは一律に作成され
た紙華を購入する

講員が作成した野灯籠を喪
主の家の両脇に１対立てて
死者が出たことを知らせる

講員が作成した野灯籠を喪
主の家の両脇に１対立てて
死者が出たことを知らせる

○

喪主の家の仏間などのふす
まを外し、壁を講中所有の
クジラ幕で覆う

喪主の家の仏間などのふす
まを外し、壁を社会福祉協
議会から賃借したクジラ幕
で覆う

Aでは講中所有のクジラ幕
を使用したが、Bでは社会
福祉協議会から賃借したク
ジラ幕を使用する

通
夜

帳場を喪主の家の一角に設
け、参列者から香典を受け
取り会葬礼を渡し記録をす
る

帳場を喪主の家の一角に設
け、参列者から香典を受け
取り会葬礼を渡し記録をす
る

○

亭主役は入口付近で参列者
に挨拶をする。喪主は亭主
役の隣に座る

喪主と喪主の家族が入口付
近で参列者に挨拶をする

Aでは亭主役が、Bでは喪
主と喪主の家族が参列者へ
挨拶をする

通夜の参列者は仏間に、並
びきれない人は庭に並ぶ

通夜の参列者は仏間に、並
びきれない人は庭に並ぶ

○

司会の進行により通夜を行
なう

司会の進行により通夜を行
なう

○

門徒寺の僧侶が仏壇に向
かって読経する。その後に
法話をする

門徒寺の僧侶が仏壇に向
かって読経する。その後に
法話をする

○

通夜の後、僧侶と参列者に
お茶・ジュースをだし、参
列者は１時間程歓談をして
解散する

通夜の後、僧侶のみにお茶
をだし、参列者は僧侶によ
る話が終わり次第解散する

Aでは僧侶と参列者にお茶
などを出してしばらく歓談
するが、Bでは参列者への
お茶を出さず早く解散する

帳場役は帳場の記録と香典
の数が合うように確認する

帳場役は帳場の記録と香典
の数が合うように確認する

○

葬
式

喪主の希望によって、門徒
寺を含めた２ヵ寺を呼ぶ

喪主の希望によって、門徒
寺を含めた数ヵ寺（２ヵ寺）
を呼ぶ

○

亭主役は喪主とともに、僧
侶へ挨拶して死亡診断書と
火葬許可証を見せる

亭主役と司会は僧侶へ挨拶
する

Aでは行政的な判断を僧侶
へ委ねていたが、Bではそ
れがなくなった
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葬
式

講員男性が、帳場を喪主の
家の一角に設け、参列者か
ら香典を受け取り会葬礼を
渡し記録をする

講員男性が、帳場を喪主の
家の一角に設け、参列者か
ら香典を受け取り会葬礼を
渡し記録をする

○

死者が戒名を持っていない
場合には、前頭部の髪を軽
く剃り僧侶が戒名をつける
オコウゾリを行なう

死者が戒名を持っていない
場合には、前頭部の髪を軽
く剃り僧侶が戒名をつける
オコウゾリを行なう

○

司会の進行により葬式を行
なう

司会の進行により葬式を行
なう

○

葬式は、出棺勤行、葬場勤
行、焼香、参列者による弔
辞の読み上げ、講員による
弔電の読み上げ、喪主によ
る挨拶、亭主役による挨拶、
一般参列者の解散、の順に
行なう
灰葬はヤキバから親族が
戻った後に別に行なう

葬式は、出棺勤行、葬場勤
行、焼香、亭主役による弔
辞の読み上げ、講員による
弔電の読み上げ、喪主によ
る挨拶、亭主役の挨拶、一
般参列者の解散、灰葬、の
順に行なう

Aではヤキバから帰った後
に灰葬を行なっていたが、
Bでは火葬場へ行く前に灰
葬を行なうようになった
ABともに行なう仏教儀礼
には変化はない

司会進行はせずに灰葬を行
なう

司会進行はせずに灰葬を行
なう

○

棺を開けて死者との別れを
する
手を合わせて花を棺へ納め
る

棺を開けて死者との別れを
する
手を合わせて花を棺へ納め
る

○

講員（カンカタギ４人）が
棺を、喪主の家族・親族が
葬具を持って、喪主の家か
らヤキバまで葬列を組んで
移動する

棺を霊柩車に乗せ、講員（カ
ンカタギ２人、賄い役２人）
は別に、親族はバスで、喪
主の家から火葬場まで車で
移動する

Aでは講員と親族が葬列を
組んで棺と葬具を運んだ
が、Bでは棺を霊柩車で運
び講員と親族は車で異動す
る

帳場役は帳場の記録と香典
の封筒の数が合うように確
認する

帳場役は帳場の記録と香典
の封筒の数が合うように確
認する

○

講員は喪主の家の会場を片
付ける

講員は喪主の家の会場を片
付ける

○

火
葬
ま
で

ヤキバへ着くと、カンカタ
ギは棺を石台の上に置いて
棺をあけて簡単な祭壇を組
み、喪主の家族・親族は手
を合わせて最後の別れをす
る

火葬場へ着くと、火葬場職
員は棺を火葬炉の前室へ運
んで簡単な祭壇を組み、喪
主の家族親族は焼香をして
最後の別れを行なう
火葬場職員が棺の蓋を開け
て、喪主の家族・親族は手
を合わせて最後の別れをす
る

AとBともに、火葬担当者
が火葬前に祭壇を組んで、
喪主の家族・親族が最後の
別れをする

カンカタギは燃料を積むな
ど、火葬簿準備を行なう

火葬場職員は棺を火葬炉の
中へ収める

Aではカンカタギが、Bで
は火葬場職員が、火葬の準
備をする
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火
葬
ま
で

喪主が最初に点火をする 故人の血縁者の女性によっ
て火葬炉の扉が閉められる

AもBも喪主の家族が火葬
を開始する。Aでは喪主が、
Bでは故人の血縁者が行
なった

点火後は、喪主の家族・親
族はヤキバを離れてお斎を
するため喪主の家へ向かう

点火後は、喪主の家族・親
族はお斎をするため火葬場
の控室にを向かう

点火後、Aでは喪主の家で、
Bでは火葬場の控室で、喪
主の家族・親族はお斎を行
なう

カンカタギはヤキバに残り
火葬の火の管理を行なう

火葬場職員は火葬業務を行
なう

Aではカンカタギが、Bで
は火葬場職員が火葬を行な
う

お
斎

灰葬前に寺宿で僧侶のお斎
を行なう
亭主役は僧侶のお斎を行な
う前に、葬式のお礼、お斎
についての挨拶を述べる
食後に亭主役が僧侶へお布
施を渡してお礼を述べる

灰葬後に僧侶はお斎のパッ
クを持ち帰る
亭主役は、僧侶が帰る前に、
葬式のお礼、お斎について
の挨拶を述べて、お布施を
渡してお礼を述べる

Aでは灰葬前に僧侶のお斎
を寺宿で行なうが、Bでは
灰葬後に僧侶はお斎を持ち
帰る

喪主の家で、講員が喪主の
家族・親族へのお斎の準備
をして、講員が片付ける

火葬場の控室で、講員は喪
主の家族・親族へのお斎の
パックを運ぶ
喪主の家族の女性は食前に
お斎を配膳して、食後の片
付けをする

Aでは講中が主体となって
お斎の準備をしたが、Bで
は喪主の家族の女性が配膳
や片付けをする

喪主の家族・親族のお斎の
始めに、亭主役が香典のお
礼・お斎についてなどの挨
拶をする

－ Aでは亭主役が挨拶をする
が、Bでは亭主役は親族の
お斎に立ち会わず関わらな
い

講員は集会所で講員のお斎
の準備をする
お斎の始めに、まず亭主役
が、次に喪主・親族が講員
にお礼をして、親族が講員
へお酒を注いでまわる
お斎の片付けを終え亭主役
が講員に挨拶して解散する

講員は集会所で講員のお斎
の準備をする
お斎の始めに亭主役が、お
斎の終わりに喪主・親族が、
講員にお礼をする
お斎の片付けを終え亭主役
が講員に挨拶して解散する

Aではお斎の始めに喪主が
お礼をしたが、Bではお斎
の終わりに喪主がお礼をす
る
Aでは親族がお礼の意味を
込めて講員へお酒を注いで
まわるが、Bではそれがな
くなった

骨
の
処
理

翌朝、亭主役とカンカタギ
がヤキバで火葬の確認をし
て、骨拾いがしやすいよう
に準備する

火葬（１時間程度）後、火
葬場職員が、骨拾いがしや
すいように準備する

Aでは講員が、Bは火葬場
職員が火葬の確認をする
Aでは一晩、Bは（時間程度、
火葬に時間がかかる

喪主の家族・親族は、亭主
役付き添いの元、骨壺へ箸
で骨を拾う

喪主の家族・親族は、火葬
場職員立ち合いの元、骨壺
へ箸で骨を拾う

Aでは亭主役が骨拾いに付
添ったが、Bでは火葬場職
員が骨拾いに立ち合う

骨壺は喪主の家の仏間に安
置する

骨壺は喪主の家の仏間に安
置する

○

四十九日まで、七日毎に法
事をする
四十九日の前に墓へ納骨

七日、十四日、四十九日に
法事をする
四十九日の前に墓へ納骨

Aでは七日毎に法事をした
が、Bでは法事の数が省略
されている
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来
の
葬
儀
で
は
ヤ
キ
バ
へ
行
く
前
に
行
な
い
、
Ｂ
筏
津
下
の
今
回
の
葬
儀

で
は
火
葬
場
へ
行
く
前
に
行
な
う
な
ど
タ
イ
ミ
ン
グ
に
違
い
は
あ
る
も
の

の
、
行
な
わ
れ
る
仏
教
儀
礼
そ
の
も
の
に
は
大
き
な
変
化
は
な
い
。
葬
儀

後
か
ら
四
十
九
日
に
か
け
て
の
法
事
は
、
Ａ
筏
津
上
の
旧
来
の
葬
儀
で
は

七
日
毎
に
行
な
っ
て
い
た
が
、
Ｂ
今
回
の
葬
儀
で
は
喪
主
の
家
族
と
僧
侶

の
意
向
に
よ
り
七
日
・
十
四
日
・
四
十
九
日
の
み
に
省
略
さ
れ
た
。
儀
礼

の
対
象
者
に
つ
い
て
は
、
元
々
通
夜
・
葬
式
に
は
一
般
の
参
列
者
が
参
加

す
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
灰
葬
は
Ａ
と
Ｂ
に
お
い
て
も
変
わ
ら
ず
に
一
般

の
参
列
者
は
参
加
せ
ず
身
内
の
み
を
対
象
と
し
た
儀
礼
で
あ
る
。

　
（
４
）
野
灯
籠
を
棺
に
収
め
て
火
葬
す
る
点
は
変
わ
っ
て
い
な
い
。

　
（
５
）
葬
儀
の
最
後
に
行
な
わ
れ
る
講
中
へ
の
お
斎
は
、
Ａ
筏
津
上
の

旧
来
の
葬
儀
で
は
お
斎
の
始
め
に
喪
主
な
ら
び
に
親
族
が
講
中
に
対
し
て

お
礼
を
述
べ
て
講
員
に
酒
を
注
い
で
ま
わ
っ
た
が
、
Ｂ
筏
津
下
の
今
回
の

葬
儀
で
は
先
に
講
中
の
お
斎
を
始
め
て
お
り
喪
主
は
火
葬
場
か
ら
帰
っ
た

後
に
お
礼
を
述
べ
る
の
み
で
講
員
に
酒
を
注
い
で
ま
わ
ら
な
く
な
っ
た
。

同
様
の
変
化
は
、
公
営
火
葬
場
を
利
用
し
て
い
る
胡
子
町
講
中
・
西
横
講

中
・
二
丁
目
で
も
み
ら
れ
る
。
旧
来
は
親
族
へ
の
お
斎
と
講
中
へ
の
お
斎

と
が
順
番
に
同
じ
も
し
く
は
近
い
場
所
で
行
な
わ
れ
た
も
の
の
、
公
営
火

葬
場
の
利
用
開
始
に
伴
い
親
族
が
火
葬
場
で
お
斎
を
し
て
骨
拾
い
後
に

戻
っ
て
く
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、場
所
・
時
間
と
も
に
幅
が
大
き
く
な
っ

た
こ
と
が
変
化
の
理
由
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　

論
点

㈠　

継
続
と
変
化

①　

 

浄
土
真
宗
地
帯
に
あ
る
筏
津
地
区
で
は
、
他
地
域
に
よ
く
あ
る
魔
除

け
の
刃
物
・
位
牌
・
四
十
九
餅
な
ど
の
葬
送
習
俗
が
み
ら
れ
な
い
の

が
特
徴
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
中
で
も
旧
来
の
葬
儀
で
は
畳

替
え
・
入
棺
酒
・
塩
に
よ
る
清
め
な
ど
の
習
俗
は
あ
っ
た
。
そ
れ
が

二
〇
一
六
年
四
月
に
行
な
わ
れ
た
今
回
の
葬
儀
で
は
そ
れ
ら
の
習
俗

は
み
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
た
。

②　

 

葬
祭
業
者
の
利
用
に
伴
っ
て
起
こ
っ
た
変
化
に
は
二
通
り
が
あ
る
。

一
つ
は
、
旧
来
の
葬
儀
で
は
講
中
が
準
備
し
て
い
た
棺
や
紙
華
な
ど

を
、
葬
祭
業
者
か
ら
賃
借
・
購
入
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
。
も
う

一
つ
は
、
こ
れ
ま
で
に
は
な
か
っ
た
祭
壇
な
ど
の
新
し
い
装
置
や
、

死
装
束
の
手
甲
・
脚
絆
・
杖
の
模
型
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
「
葬
儀
の
商

品
化
」
に
と
も
な
い
逆
に
真
宗
門
徒
以
外
で
み
ら
れ
る
葬
送
習
俗
の

構
成
要
素
の
混
入
と
い
う
現
象
が
み
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
、で
あ
る
。

③　

 

葬
儀
で
の
手
間
に
つ
い
て
は
、
旧
来
の
葬
儀
で
は
講
中
の
役
割
で

あ
っ
た
火
葬
場
（
ヤ
キ
バ
）
ま
で
の
棺
の
運
搬
や
火
葬
作
業
な
ど
が



國學院雜誌　第 118 巻第 2号（2017年） ― （（ ―

公
営
火
葬
場
に
移
行
す
る
と
と
も
に
、
火
葬
場
職
員
と
葬
祭
業
者
の

岡
田
仏
壇
葬
儀
店
の
役
割
へ
と
変
化
し
た
。
し
か
し
、
講
員
の
役
割

で
あ
る
帳
場
と
、
身
内
の
役
割
で
あ
る
点
火
な
ど
火
葬
を
始
め
る
動

作
と
は
、
現
在
の
筏
津
地
区
で
も
担
当
者
は
変
わ
っ
て
お
ら
ず
、「
虹

の
ホ
ー
ル
」
を
利
用
し
て
い
る
西
横
・
二
丁
目
で
も
そ
れ
は
変
わ
っ

て
い
な
い
。
葬
儀
で
の
役
割
で
も
、
火
葬
や
棺
の
運
搬
な
ど
の
よ
う

に
担
当
者
が
変
わ
っ
た
役
割
と
、
火
葬
を
始
め
る
動
作
や
帳
場
の
よ

う
に
担
当
者
が
変
わ
ら
な
い
役
割
と
が
あ
る
。

④　

 

旧
大
朝
町
の
町
場
に
あ
る
西
横
と
二
丁
目
は
喪
主
の
家
で
の
葬
儀
を

継
続
し
て
い
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
二
〇
一
一
年
と
二
〇
一
三
年
頃
か
ら

「
虹
の
ホ
ー
ル
」
の
利
用
へ
と
移
行
し
、
同
時
に
Ｊ
Ａ
主
導
に
よ
る

葬
儀
を
行
な
う
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

⑤　

 

④
の
よ
う
に
葬
儀
の
場
所
が
変
わ
る
と
、
場
所
の
管
理
者
が
葬
儀
の

主
導
権
を
握
る
こ
と
に
な
り
講
中
中
心
の
葬
儀
が
崩
れ
や
す
く
な
る

が
、
筏
津
上
や
胡
子
町
で
は
、
葬
儀
場
ホ
ー
ル
の
利
用
を
せ
ず
に
地

区
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
セ
ン
タ
ー
を
葬
儀
の
場
所
と
し
て
利
用
す
る

か
た
ち
を
と
っ
て
、
講
中
が
葬
儀
場
所
を
確
保
す
る
こ
と
で
講
中
中

心
の
葬
儀
が
崩
れ
る
の
を
防
い
で
い
る
も
の
と
観
察
さ
れ
る
。
こ
れ

ら
の
こ
と
か
ら
、
高
度
経
済
成
長
期
か
ら
二
〇
一
〇
年
代
の
現
在
ま

で
の
よ
う
に
生
活
変
化
の
大
き
な
時
期
に
は
、
社
会
環
境
の
変
化
に

こ
ま
め
に
対
応
し
て
き
て
い
る
講
中
の
方
が
、
伝
承
維
持
の
力
が
強

い
と
い
う
可
能
性
を
指
摘
で
き
る
。

⑥　

 

筏
津
上
の
葬
儀
日
誌
の
記
録
か
ら
通
夜
と
葬
式
で
の
司
会
の
役
割
が

現
れ
て
く
る
過
程
を
み
る
こ
と
が
で
き
た
。確
認
で
き
た
範
囲
で
は
、

一
九
四
〇
年
の
葬
儀
で
は
通
夜
に
は
世
話
役
が
な
く
、
次
に

一
九
八
六
年
か
ら
二
〇
〇
七
年
ま
で
は
通
夜
と
葬
式
と
も
に
世
話
役

が
（
人
お
り
、
二
〇
〇
八
年
か
ら
は
世
話
役
（
人
と
は
別
に
進
行
役

（
人
が
表
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
司
会
の
役
が
新

た
に
現
れ
て
き
た
背
景
に
は
、
集
落
に
お
い
て
対
内
的
に
行
な
わ
れ

て
い
た
通
夜
と
葬
式
が
対
外
的
な
交
際
と
挨
拶
と
披
露
の
場
と
し
て

の
意
味
を
持
ち
始
め
た
こ
と
が
あ
る
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。

⑦　

 

こ
れ
ま
で
の
葬
儀
の
民
俗
研
究
で
は
葬
祭
業
者
の
利
用
に
移
行
し
た

の
は
地
域
社
会
の
葬
儀
執
行
能
力
の
低
下
に
よ
る
と
捉
え
る
傾
向
性

が
み
ら
れ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
葬
祭
業
者
の
視
点
か
ら
の
追
跡
研

究
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
え
る
。
そ
れ
に
対
し
て
こ
の
た
び
の
事
例
研

究
で
は
、
地
域
社
会
で
の
現
地
調
査
の
視
点
か
ら
、
講
中
に
よ
る
葬

儀
を
存
続
す
る
た
め
の
取
り
組
み
が
そ
れ
ぞ
れ
取
捨
選
択
の
工
夫
の

中
で
行
な
わ
れ
て
い
る
現
実
が
観
察
さ
れ
た
。
何
よ
り
も
現
地
の
実

例
に
つ
い
て
具
体
的
な
デ
ー
タ
を
得
な
が
ら
地
域
と
業
者
の
両
者
の

関
係
性
の
中
に
見
据
え
て
い
く
こ
と
の
重
要
性
が
再
確
認
さ
れ
た
。
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㈡　

聞
取
り
調
査
と
実
地
観
察

　

聞
取
り
調
査
で
得
ら
れ
て
い
た
情
報
に
対
し
て
、
今
回
の
現
地
調
査
で

注
目
さ
れ
指
摘
で
き
る
の
は
、
次
の
点
で
あ
る
。

①　

 

聞
き
取
り
調
査
で
は
、
葬
儀
執
行
に
関
し
て
共
通
認
識
と
さ
れ
て
い

る
内
容
を
聞
く
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
対
し
て
実
際
の
見
学
調
査

で
は
、具
体
的
な
事
実
関
係
を
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。そ
し
て
、

話
者
が
些
末
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
よ
う
な
事
柄
は
語
ら
れ
る
こ
と

は
な
い
が
、
現
地
で
の
実
地
観
察
で
は
そ
れ
が
観
察
で
き
る
。
た
と

え
ば
、（
イ
）
喪
主
の
家
族
は
納
棺
後
に
手
を
洗
っ
て
清
め
る
こ
と
、 

（
ロ
）
会
場
準
備
で
も
果
物
籠
・
花
か
ご
の
座
布
団
の
配
置
は
喪
主

の
家
族
が
手
を
出
す
こ
と
、（
ハ
）
火
葬
炉
の
閉
扉
を
故
人
の
実
娘

が
行
な
っ
た
こ
と
、
な
ど
で
あ
る
。（
イ
）
か
ら
は
、
真
宗
門
徒
の

葬
儀
で
は
、
一
般
的
に
死
穢
の
感
覚
や
清
め
の
儀
礼
に
つ
い
て
淡
泊

で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
死
穢
の
感
覚
や
清
め
の
行
為
は
存
在

し
て
い
る
と
い
う
可
能
性
も
あ
る
、
が
し
か
し
、
そ
の
一
方
葬
儀
業

者
の
関
与
の
結
果
も
ち
こ
ま
れ
た
作
法
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
。

（
ロ
）
か
ら
は
、
こ
の
安
芸
門
徒
の
場
合
は
葬
儀
は
ほ
と
ん
ど
講
中

の
差
配
で
進
め
ら
れ
喪
主
の
家
族
は
一
切
手
出
し
を
し
な
い
も
の
と

い
わ
れ
て
い
る
が（

11
（

、
現
実
に
は
接
待
に
は
喪
主
の
家
族
も
手
を
出
し

て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。（
ハ
）
か
ら
は
、
点
火
な
ど
の
火
葬

の
始
め
の
動
作
は
喪
主
が
行
な
う
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
今
回
は
喪

主
で
は
な
く
故
人
に
最
も
血
縁
的
に
近
い
人
で
あ
る
実
娘
が
行
な
っ

た
こ
と
が
観
察
さ
れ
た
。

②　

 

聞
き
取
り
調
査
で
は
、
従
来
の
あ
る
べ
き
形
の
儀
礼
内
容
を
聞
く
こ

と
が
で
き
る
が
、
実
際
の
参
与
観
察
調
査
で
は
現
在
新
た
に
起
き
て

い
る
変
化
の
動
向
を
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
二
〇
一
〇

年
代
の
現
在
の
よ
う
な
葬
儀
の
変
化
が
大
き
く
動
い
て
い
る
時
代
状

況
の
中
で
は
、
あ
る
べ
き
か
た
ち
で
あ
っ
た
こ
と
を
語
ら
れ
る
聞
き

取
り
調
査
の
内
容
と
、
現
実
の
実
地
観
察
で
得
ら
れ
る
情
報
と
の
間

に
は
、
変
化
の
過
程
で
の
一
定
の
時
間
差
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

注（（
） 

近
年
の
葬
儀
の
変
化
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
鈴
木
岩
弓
「
東
北
地
方
の
「
骨
葬
」

習
俗
」『
講
座
東
北
の
歴
史
』（
二
〇
一
三
）
清
文
堂
出
版
、
関
沢
ま
ゆ
み
「
行
き

場
を
失
っ
た
枕
飯
」『
現
代
宗
教
』（
二
〇
〇
四
）
東
京
堂
出
版
、
村
上
興
匡
「
葬

儀
執
行
者
の
変
遷
と
死
の
意
味
づ
け
の
変
化
」『
葬
祭
仏
教　

そ
の
歴
史
と
現
代

的
課
題
』（
一
九
九
七
）
ノ
ン
ブ
ル
社
、
な
ど
が
あ
る
。

（
（
） 
た
と
え
ば
、
山
田
慎
也
『
現
代
日
本
の
死
と
葬
儀　

葬
祭
業
の
展
開
と
死
生
観
の

変
容
』（
二
〇
〇
七
）
東
京
大
学
出
版
会
、
は
「
第
（
章
」
に
お
い
て
、
調
査
か

ら
古
座
区
に
お
け
る
葬
儀
変
化
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
が
、
村
落
組
織
や
家
々
や
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世
帯
な
ど
社
会
的
な
情
報
が
提
示
さ
れ
て
い
な
い
点
が
気
に
な
る
。「
第
（
節
」

「
第
（
節
」
に
お
い
て
、
火
葬
普
及
以
前
の
葬
儀
、
葬
儀
の
変
化
、「
第
（
節
」
に

お
い
て
、
葬
祭
業
者
の
関
与
、
に
つ
い
て
扱
っ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
第
（
節
と
第

（
節
で
は
、
古
座
区
の
住
人
の
聞
き
取
り
情
報
な
ど
を
も
と
に
論
じ
て
い
る
も
の

の
、
個
々
の
記
述
の
情
報
源
が
明
ら
か
で
な
い
こ
と
、
喪
主
が
古
座
区
外
居
住
者

で
あ
っ
た
Ｐ
家
の
葬
儀
事
例
を
一
般
化
し
て
い
る
こ
と
、
な
ど
に
問
題
が
あ
る
よ

う
に
思
え
る
。
ま
た
、
葬
儀
の
変
化
に
は
知
識
人
の
積
極
的
関
与
が
あ
る
と
し
て

い
る
が
、
葬
儀
の
構
成
要
素
の
そ
れ
ぞ
れ
の
変
化
の
過
程
や
時
期
な
ど
が
明
ら
か

で
な
く
、
ま
た
知
識
人
の
積
極
的
関
与
の
動
き
も
具
体
的
に
示
さ
れ
て
い
な
い
。

第
（
節
で
は
、
古
座
区
が
葬
祭
業
者
を
受
け
入
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
過
程
が
記
述

さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
葬
祭
業
者
で
あ
る
「
葬
儀
の
弓
長
」
か
ら
の
視
点
で
論
じ

ら
れ
て
お
り
、
古
座
区
住
人
側
の
視
点
が
具
体
的
に
記
述
さ
れ
て
い
な
い
点
に
問

題
が
残
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
（
） 『
死
・
葬
送
・
墓
制
資
料
集
成
』（
一
九
九
九
―
二
〇
〇
〇
）
国
立
歴
史
民
俗
博
物

館

（
（
） 

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
編
『
葬
儀
と
墓
の
現
在　

民
俗
の
変
容
』（
二
〇
〇
二
）

吉
川
弘
文
館

（
5
） 

福
澤
昭
司
「
葬
儀
社
の
進
出
と
葬
儀
の
変
容
―
松
本
市
を
事
例
と
し
て
―
」『
葬

儀
と
墓
の
現
在　

民
俗
の
変
容
』（
二
〇
〇
二
）
吉
川
弘
文
館

（
6
） 

米
田
実
「
大
型
公
営
斎
場
の
搭
乗
と
地
域
の
変
容
―
滋
賀
県
甲
賀
郡
の
事
例
か
ら

―
」『
葬
儀
と
墓
の
現
在　

民
俗
の
変
容
』（
二
〇
〇
二
）
吉
川
弘
文
館

（
（
） 

関
沢
ま
ゆ
み
「
葬
送
儀
礼
の
変
化
―
そ
の
意
味
す
る
も
の
―
」『
葬
儀
と
墓
の
現

在　

民
俗
の
変
容
』（
二
〇
〇
二
）
吉
川
弘
文
館

（
（
） 

筏
津
下
集
会
所
は
一
九
八
二
年
に
、
筏
津
上
集
会
所
は
一
九
八
三
年
に
、
胡
子
町

集
会
所
は
二
〇
〇
六
年
に
、
そ
れ
ぞ
れ
竣
工
し
た
。

（
9
） 

同
じ
北
広
島
町
内
の
旧
千
代
田
町
地
域
に
は
、
二
〇
〇
八
年
、
Ｊ
Ｂ
広
島
北
部
に

よ
っ
て
「
虹
の
ホ
ー
ル
」
が
設
立
さ
れ
た
。「
虹
の
ホ
ー
ル
」
で
は
、
モ
ノ
・
人

の
他
に
場
所
の
提
供
と
し
て
、
通
夜
・
葬
式
の
葬
祭
場
と
し
て
の
利
用
や
通
夜
当

日
の
宿
泊
も
可
能
と
な
っ
て
い
る
。

（
（0
） 

柳
田
國
男「
葬
制
の
沿
革
に
つ
い
て
」『
定
本
柳
田
國
男
集
』十
五
巻（
一
九
六
九
）

筑
摩
書
房

（
（（
） 

筏
津
下
講
中
規
約
で
は
、
講
中
の
目
的
に
つ
い
て
相
互
扶
助
に
よ
っ
て
住
民
の
福

祉
を
計
る
こ
と
と
説
明
し
て
い
る
。

（
（（
） 

一
九
七
三
年
以
降
、
旧
瑞
穂
町
の
紫
光
苑
を
使
用
し
て
い
る
。
葬
儀
の
日
程
が
重

な
る
な
ど
し
て
紫
光
苑
が
利
用
で
き
な
い
時
に
は
旧
石
見
町
の
水
晶
苑
を
使
用
し

た
。
二
〇
〇
八
年
以
降
、
旧
千
代
田
町
に
あ
る
葬
祭
場
「
虹
の
ホ
ー
ル
」
を
使
用

す
る
場
合
に
は
、
慈
光
苑
を
使
用
し
て
い
る
。

（
（（
） 

日
本
各
地
の
一
般
的
な
葬
送
習
俗
に
つ
い
て
は
『
死
・
葬
送
・
墓
制
資
料
集
成
』

の
調
査
報
告
を
参
考
に
作
成
し
た
。『
死
・
葬
送
・
墓
制
資
料
集
成
』（
一
九
九
九

―
二
〇
〇
〇
）
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館

（
（（
） 『
死
・
葬
送
・
墓
制
資
料
集
成
』（
一
九
九
九
―
二
〇
〇
〇
）
国
立
歴
史
民
俗
博
物

館

（
（5
） 「
筏
津
地
区
の
以
前
の
葬
儀
習
俗
」
の
欄
は
筏
津
上
の
一
九
四
四
年
生
ま
れ
の
男

性
と
一
九
四
八
年
生
ま
れ
の
女
性
（
堀
内
夫
妻
）
の
体
験
談
よ
り
、「
今
回
の
事

例
の
葬
送
習
俗
」
は
二
〇
一
六
年
四
月
の
今
回
の
葬
儀
よ
り
作
成
。

（
（6
） 

杉
本
武
信
氏
所
蔵

（
（（
） 

新
谷
尚
紀
『
葬
式
は
誰
が
す
る
の
か
』（
二
〇
一
五
）
吉
川
弘
文
館

（
（（
） 

橋
渡
良
臣
氏
所
蔵

（
（9
） 

杉
本
武
信
『
窪
田
次
郎
が
遺
し
た
日
本
の
宿
題
』（
二
〇
一
二
）
株
式
会
社
ザ
メ

デ
ィ
ア
ジ
ョ
ン
、
杉
本
武
信
『
医
師
で
偉
大
な
啓
蒙
思
想
家 

窪
田
次
郎
』

（
二
〇
一
五
）福
山
市
、杉
本
武
信「
郷
土
史
探
報
―
窪
田
次
郎
に
魅
せ
ら
れ
て
―
」

『
文
化
財
ふ
く
や
ま
』
第
5（
号
福
山
市
文
化
財
協
会

（
（0
） 
一
九
八
〇
年
の
『
広
報
お
お
あ
さ
』
に
は
す
で
に
社
会
福
祉
協
議
会
が
葬
具
の
貸

し
出
し
を
行
な
っ
て
い
る
記
事
が
あ
る
。



― （（ ― 真宗門徒の村の葬儀の継承と変化
（
（（
） 

橋
渡
良
臣
氏
所
蔵

（
（（
） 

筏
津
上
講
中
所
蔵

（
（（
） 『
葬
式
は
誰
が
す
る
の
か
』
前
掲
注
（
（（
）　

6（
頁

付
記

　

各
講
中
の
葬
儀
に
つ
い
て
は
次
の
方
々
の
お
話
を
伺
っ
た
。

　

筏
津
上 

橋
渡
良
臣
氏
（
一
九
四
六
年
生
）、
筏
津
下 

杉
本
武
信
氏
（
一
九
四
五
年
生
）、

鳴
滝 

岸
田
豊
作
氏
（
一
九
四
八
年
生
）、
胡
子
町 

白
砂
一
義
氏
（
一
九
三
六
年
生
）、

西
横 

沼
田
夫
妻
（
一
九
四
〇
年
、
一
九
四
四
年
生
）、
二
丁
目 

堀
田
高
広
氏
（
一
九
六
五

年
生
）

　

ご
多
忙
の
と
こ
ろ
、
み
な
さ
ま
こ
こ
ろ
よ
く
ご
協
力
ご
教
示
を
く
だ
さ
り
ま
し
た
こ

と
に
、
厚
く
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。
と
く
に
、
筆
者
の
研
究
に
ご
理
解
を
い
た
だ
き
、

二
〇
一
六
年
四
月
の
葬
儀
へ
の
参
列
と
勉
強
の
機
会
を
与
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
杉
本

武
信
氏
に
は
心
よ
り
厚
く
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。
あ
り
ま
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。


